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午前九時〇〇分開議 

○議長（鈴川基次君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１０人です。定足数に達していますので、これから本日の会議

を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

 日程第１ 議案第１号 美浜町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定に

ついてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） おはようございます。 

 議案第１号 美浜町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について細部

説明を申し上げます。 

 いよいよ来年１月１日から、個人番号、いわゆるマイナンバーの利用が少しずつ始まる

わけでございますが、この制度の根拠となる法律である行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律は個人番号の取り扱いについて厳格に定めていて、

この法律の別表で定める業務以外には個人番号を利用してはならないことになってござい

ます。 

 一方、同じ法律の第９条第２項の中で、地方公共団体の長、その他の執行機関は、福祉、

保健、医療、その他の社会保障、地方税、防災に関する事務とこれらに類する事務につい

て、条例で定めるものの処理に関して必要な限度で個人番号を利用することができると定

められていて、上位の法律に定められていない事務についても個人番号を利用する、いわ

ゆる独自利用について、条例に定めて利用できるということになってございます。 

 また、法律の第１９条に、個人番号を提供してもよい者とその事務についての定めがあ

り、同条第９号に条例の定めるところにより、地方公共団体と他の機関は特定個人情報を

提供できると定められています。 

 これらのことから、今回ご提案いたしました条例を新規に制定することで、国の法律に

基づかないが個人番号を利用する事務と情報連携してよい事務について、別表において定

めるものでございます。 

 では、条文に沿ってご説明いたします。 

 条例の第１条は、この条例の趣旨についての定めでございます。 

 第２条は、用語の定義でございます。この条例で使用する用語は、国の法律に定義され

ているものとなっています。 

 第３条は、町の責務として、町は個人番号の利用及び提供に関して適正に取り扱わなけ

ればならないという定めでございます。 

 第４条は、法で定める独自利用の範囲は別表第１に定める事務と国の法律の中で法別表
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第２として定められている事務とするという規定と、平成２９年７月からほかの機関との

情報連携が始まった場合には情報提供ネットワークにより税などの情報の提供を受けたり、

ほかへ提供できるという規定でございます。 

 第５条は、法第９条第９号で定める場合として、教育委員会が町長部局へ特定個人情報

の照会や提供を受けられるという規定でございます。 

 第６条は、細部については別途規則で定める規定でございます。 

 条文をめくっていただいて、別表第１、別表第２というのがついてございます。 

 別表第１、別表第２は、独自利用ができる事務として、国の法定事務ではない県単の医

療費補助制度である乳幼児医療、ひとり親家庭医療、重度心身障害児者医療の３つを挙げ

ています。ただ、今回の条例では、現時点でわかっている範囲で上位の法律に基づかない

独自の利用について別表として挙げていますが、今後、上位機関と協議していく中で、独

自利用や情報連携する業務がふえる可能性があります。上位の法律で独自利用は条令で定

めることとなっている関係から、今後も、本条例の別表に事務を追加する必要があれば、

その都度条例の改正が必要になることにご留意願います。 

 附則として、この条例は平成２８年１月１日から施行いたします。 

 以上で、細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（鈴川基次君） これから質疑を行います。中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） １０番です。 

 マイナンバー法に基づいた条例ということで、マイナンバーについて少し質問をさせて

いただきます。 

 １点目は、全国で５００万ぐらいまだ返送カードが残っているということで、郵便局か

ら来た場合、この前の９月議会の説明では、１週間ですか、郵便局へ保管をして、その後

は町に返されるというような話を、そこ間違うてるかわかりませんが、そういうことを聞

いたんですけれども、現在、美浜町にはどのくらい配達できないというか、そういうカー

ド保管していますか。それは、一体いつまで保管せんなんのでしょうか。それから、拒否

をした人があると聞いたんですけれども、こういう、そんなもん要らんていうことができ

るんでしょうか、そういう場合はどうするんでしょうか。 

 ３点目は、ある人のお母さんが施設に入ってあって、そういう場合の配達というんかな、

認知症なんかだったら、本人と違って施設長が代理で受け取るということはできないと聞

いておりますので、そういう施設に入所して、特に重度というんか、そういう人は本町に

もあるんかどうかということです。 

 それから、後で出てきますけれども、このマイナンバーによって非常に役場の事務も、

住民課にこのマイナンバーの担当が置かれるということですが、非常に事務が増えてきて

いると思うんですが、それは、一体、これは国が決めてするわけですから、そういう自治

体の負担といいますか、そういう費用は国が全額補塡をしてくれるんでしょうか。 

 最後に、一体これを大騒ぎしているんですけれども、私たち住民にとってどんなメリッ
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トがあるんかということ、私は、もう既にデメリットをこうむっているんですけれども。

といいますのは、マイナンバーを出納室に出さんなんのです。そこで、出そうと思って、

１１月３０日に来たんですが、これは大事やからということで片付けたんですが、その片

付けたところがわからんようになって、今探しているところで、えらいデメリットを受け

ているんですけれども、そんなうかつなことするのは私ぐらいかと思うんですが、中にあ

るん違うんかなと、一体これは１２桁の番号をもらって、私たち、どんな利益になるんか

なということ。 

 いろいろ申し上げましたが、そういうことについて、まずお答えいただきたいと思いま

す。 

○議長（鈴川基次君） 住民課長。 

○住民課長（籔内美和子君） 中西議員にお答えいたします。 

 まず、何点かありましたが、抜けている場合はまたお願いいたします。 

 １点目の全国で５００万残っているが、美浜町ではどれぐらい返ってきているかという

件でございますが、先週末現在で２４５件ございました。まず、転送をかけている方につ

いては、もう郵便局ではその人についてはもう配達しないでこちらへもう全部戻ってくる

という形で、それで、郵便局の期限、１週間期限を過ぎてとりに来られなかった方、そう

いう方合わせて２４５件となっております。先週末で受領された方については４７件、毎

日１０件ぐらいの割合で窓口に、皆さん、とりに来ていただいています。 

 その２４５件戻ってきた方につきましては、私ども、また封書で普通郵便で、転送かけ

ている方についてもそちらに着くように郵送しているところでございます。 

 それで、いつまで美浜町で保管するのかといいましたら、これは３カ月、３月末まで私

どもで保管しまして、それが過ぎますともうお渡しできないという形になります。 

 それと、拒否をした方についてどうするのかということなんですけれども、受け取り拒

否された方、１件ございます。その方についてももう付番はされております、住民票の中

に。だから、拒否されても、もうその方についてはマイナンバーはついておりますので、

この方がまた今度やっぱり欲しいよと言われたら再交付になりますので、料金がかかって

くるということでございます。 

 それと、施設に入っている方につきましては、居所登録というのがありまして、こちら

の施設に入っていますよという居所の登録をしていただいた際に、そちらのほうに送って

いただくという形になります。その居所登録をしていただくに当たって、もちろん、施設

の係の方の証明も必要です。それと、本人確認として、入っている方の本人確認書類も添

付していただきます。 

 事務が増えてきているんで事務負担とかどうなのかということなんですけれども、その

後の郵送料であったり、また書留で送った分については、こちらはカウントしておりまし

て、その分をまた後日負担金として請求させていただくという形になっております。 

 事務が増えて、人は増えてくれたらありがたいですが、それはないので、今、協力し合
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ってやっているところでございます。 

 あと、メリットはどうかということなんですけれども、国のほうはこのカードを持って

コンビニ交付とか、都会でしたらコンビニ交付やっているところはそのカードでコンビニ

で住民票とれるよというところではございますが、美浜町はコンビニも１店、２店なんで

すけれども、そこにそういう機械を置くという予定もございません。それで、あと確定申

告時期になりましたら、パソコンで確定申告される方についてはそのカードで、今まで住

基カードを使っていただいたというのと同じような使い方をしていただく。あと、免許証

を持っていない方についての本人確認書類ということでございます。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） １０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） １０番です。 

 今、いろいろ教えていただいたんですけれども、施設入所の場合のところの居所登録と

いうところが、ちょっともう一回ご説明いただきたいと思います。 

 それから、住民にとってのメリットということで、当町では確定申告のときのパソコン

で使えるということですが、それいずれもカードをつくらんとあかんということですね、

身分証明書にしても。そのカードは別に義務ではありませんのでつくらんでもいいわけで

すから、カード、ほんならつくらんかったら番号いただいても何も得にならんのでしょう

か。何か得になること、カードは、私は、私というたら悪いけれども、つくらへんのです

けれども、カード以外で何かメリットがないかどうか。 

○議長（鈴川基次君） 住民課長。 

○住民課長（籔内美和子君） 居所登録につきまして、老人施設に入っている方も、住所

を移されている方はそのままもう住所地のほうへ行きます。ただ、老健施設といいまして、

住所を移さないでその施設に入っている方については、やはり住所地に郵便が配達されま

すので、受け取れないという事実がございます。その方については居所登録をしていただ

くという、そういう申請用紙がございますので、その申請用紙に登録していただいて、施

設で受け取っていただくという形になっております。 

 通知カードのメリットといいましたら、本当に、私どもも、大きな声では言えませんが、

国はそれはメリットって言うているんですけれども、なかなか難しいです。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 私のほうから、少し補足させていただきます。 

 ５点目の住民にとってのメリットはという、今、住民課長からも答弁ありましたけれど

も、確かにコンビニ交付とかやっていない中では、なかなか目に見えてこれがメリットと

いうのは、今のところ見出せていないというのが実態だと思うんです。ただ、１月１日か

らいよいよ制度が始まり、その後、２９年７月からは、さっき条例の中にありました情報

連携ということで、いろんな情報が、今まで個人さんに転出先、前の住所に所得証明をと
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りに行ってもらったりとか、そういういろんな手続が必要になった部分が、このマイナン

バーで統合されることになってくれば、そういうのをとりに行かなくても済むというふう

なことも出てきますので、いろいろと情報連携が始まったときには、役所側のメリットと

いうのがかなり大きい部分ではあるんですが、個人さんにとってもそういう事務手続が少

しでも簡素化されるというところでは、メリットが少しずつ出てくるのではないかなとい

うふうに感じております。 

 それと、ちょっと担当外ではありますけれども、施設入所の方の扱いという部分で、実

際、私の家族なんかも老人ホーム入っているんですけれども、施設側でもやっぱりその管

理についてはやっぱり施設長が受けとったわ、そのカードをどう管理していくんかという

問題はやっぱりあると思いまして、先日も施設から私の家に通知が来たんですが、そのま

ま施設長に預けて管理してもらいますか、それとも家族さんが引き取って家族が管理しま

すか、選択してくださいというふうな通知が来ていました。それで、近くに、家族さん、

そういう方がおる方はできるだけ家族で管理したいというふうなことなんだと思うんです

が、どうしても家族さんが管理できないという場合は、何か委任状のような書類をつけた

上で施設長が管理するというような形になるのかと思います。いずれの施設でも、その管

理についてやはり頭を悩ませているところなのではないかなというふうに推測いたします。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ちょっと、ほかに。９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 田渕です。 

 ここまで疑うというもんではないんですけれども、世間でこれだけ注目されているんで

確かめておくために聞いておきたいというのん、ここで聞くんですけれどね。ここの条例

に定めた使い方というのは、使い方まで条例で定まっとります。一説によると、外国では

随分ともう個人情報が漏れてしまっているというようなこともある。しかし、漏れたから

というて、そんなに実害があるってまた別の話だそうで、そのとおりいったら、漏れたか

て特定何の、何というか、被害もないというのが本来の姿だと思います。 

 そこですけれども、この条例以外に何か、ああ、これ便宜上やなということで、ここで

うたわれている以外に何か役場の中で使われてたってなり、国・県も含めてですけれども、

使われてたかって、我々には決して実害というのはないわけですよね。この条例に違反し

て使用したような場合の懲罰とか、そこら辺の庁内での取り決めというんか、そこら辺は

どんなになっているんですか。実害がないから、ああ、これだめですよていうても、なお

ざりになってしまう可能性って随分あると思うんです、そこら辺をちょっと。実際は、こ

れ以外に使ったらどんなことになるんかというような話が、中ではどないなっているんか

という話、ちょっと聞かせてください。 

○議長（鈴川基次君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） お答えします。 

 なかなかまだその懲罰というところまで議論が至っていないというのが現状なんですが、
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ただ、今度また第２回目の会議を開く予定なんですが、この前から窓口の関係課の担当者

同士で集まって、そこへ総務も入るような形で、１月１日からの窓口対応をどうしていこ

うというふうな会議を、今、開いているところです。 

 やっぱり、上位の省庁から言ってきている取り扱いもちょっとそれぞれ温度差がありま

して、やっぱり税であったり、住民票であったり、印鑑登録であったり、この辺の部署に

ついてはもう相当厳格な取り扱いを言ってきているところなんですが、一方、福祉関係、

例えば認知症のある人が介護保険の申請に来たときに本人書けない場合はどうするんだと

か、いろいろそういう手順というか、マニュアルのようなものがやっと最近になっていろ

んな省庁から出始めてきているというふうな状況です。今言ったような認知症の方であれ

ば、職員がかわりに書いてあげてもええよみたいな話も少しずつ出てきている中で、役場

の窓口関係課の中でも、上から、上位の上位機関から言ってきている事務取扱が微妙に異

なる部分が実際ありますので、その辺をどうしていこうかという話を、そういう担当者を

集めて会議をする中でやっと話し始めているところなので、その扱いの結果、個人情報が

漏れたことによってどういう懲罰というあたりまでの議論は、まだそこまではちょっとで

きていないという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ほかにありませんか。７番、髙野議員。 

○７番（髙野正君） ７番。 

 今の話なんやけれども、懲罰できている、できていないということなんやけれども、こ

れ何というかな、先だってもどこかの市が６８万人の個人情報漏れたというんで懲戒免

職になっていますよね。そういったことを踏まえたら、６８万人やさかい懲戒免職で１，

０００人だったらええんかいという話ししたら、今の懲罰決まってませんということより

かよ、これ絶対漏らしたらいかんことなんで、将来的にはその個人ナンバーにどんだけの

情報入っていくかわからないでしょう、今の現状ね。もし入っていったときにこれ漏れた

ら大ごとになるというのは、もう当然のことですよね。懲罰ということよりか、そういう

罰則規定でちゃんと規定してよ、こうあるべき話で、この１，４００人でも何でも、何で

起こっても責任とらんていうのがあかんの。もう、ごく普通の当たり前の話なんやけれど、

どこかでトカゲの尻尾切りみたいに、下請けに、ぽんと、親玉だけかえて責任とりました

ような顔しているけれど、これ絶対漏らしたらあかん情報なんですよね、こんなん普通に

考えてね。それを、懲罰と違うて、そのたった懲罰から訓告とかそんなんで済むんかなという

ような話なんやけれども。それが、１００人だったらそうなるんか、１，０００人だったら

そうなるんか、１万人だったらどうよって、６８万人だったら懲戒免職、そういうもんと

違うと思うんやけれど。１人でも１００人でも一緒やと思うんですけれども、その辺のお

考えというのは、今、総務で、上から言うてけえへんさかいええわというんと違うて、ま

だ決まってませんよと違うて、それが漏らしたらいかんていう日ごろの戒めになるん違う

かなと思うんやけれど。その辺の職員の体制というのは、一体どうなってるんかなと思う
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んやけど、もう一度はっきり、今後こんな方向でとか、ないんですか、総務政策課長とし

てこうすべきやと。このあってはならんことをもし起きた場合にこうすべきやとか、そう

いうのは全くないですか、どうですか。 

○議長（鈴川基次君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） お答えします。 

 当然のこととして役場職員には守秘義務というのもあるわけですし、個人情報保護条例

というのもあるわけですので、賞罰委員会という役場の中の組織の中に、こういうケース

の場合はどの程度の処罰というふうなのが、大体、県とか国の賞罰規定に準じたような形

の表になったものがございます。その中に、当然、こういう今後はマイナンバー、個人番

号の漏えいとかいう項目が追加されてくるべきものだと考えます。 

 今、議員言われましたように、６８万件やから重い罰とか、１００件だったら少ないと

か、そういう問題ではないというふうに認識はしてございます。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ７番、髙野議員。 

○７番（髙野正君） ７番。 

 これ、そうやけれど、２８年の１月１日からということになっていますよね。今入って

きている分は漏れても、今、総務課長の言い分なら今のところないんで何もせんでええと、

今、現状だったらね。今の言い分だったらそう受けとめられるんですけれども、同時に、

今、堺市長、訴えられそうになっていますよね、長が悪いんやということで。町長、気を

つけてくださいよ、漏れたらそういうことにもなりかねませんので。 

 だから、来年年明けて１月１日から施行しようかというものを、今漏れても何もないん

やということになりかねませんということですか。おかしくないですか。これ、同時に出

てこなあかんの違うんですか、そういうの。よろしく、ご答弁。 

○議長（鈴川基次君） しばらく休憩します。 

 再開は９時４０分とします。 

午前九時二十八分休憩 

   ―――・――― 

午前九時四〇分再開 

○議長（鈴川基次君） 再開します。総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） マイナンバーに関する罰則規定ということでお答えいたし

ます。 

 まず、先ほども言いましたように、地方公務員法上の守秘義務というか、その部分とい

うのは、まず前段ありますけれども、このマイナンバー法、国のマイナンバー法そのもの

にも罰則規定がありまして、重大なそういう漏えい、不正な利用ということに対しまして

は３年以下の懲役または１５０万円以下の罰金というふうな罰則規定が、まず上位の法律

の中に書かれてございます。それとあわせて、先ほど言いました役場の中での懲戒処分に
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関する指針という中で、現時点ではそこに主なものとして示されている中に、一般服務違

反関係という中に秘密漏えいという項目がございます。職務上知ることのできた秘密を漏

らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合ということは、その場合は免職、停職と

いうふうなこともうたわれてございます。このあたりが、適用の範囲になるのかと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。１０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） それでは、反対の討論をさせていただきます。 

 先ほども質問しましたように、非常に、まだ１月１日というたらもうすぐですね。それ

が、例えば窓口の対応もこれから決めるというか、話をするというようなお話でしたので、

非常に準備不足の中でやっていくというのはいかがなものかという、そういう点と、メリ

ットがないというそういう点で反対をいたします。 

○議長（鈴川基次君） ほかに討論はありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（鈴川基次君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（鈴川基次君） 挙手多数です。したがって、議案第１号 美浜町行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。 

 日程第２ 美浜町課設置条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 議案第２号 美浜町課設置条例の一部を改正する条例につ

いて細部説明を申し上げます。 

 本議案は、来年１月から利用が始まる個人番号についての事務、介護保険法改正に伴う

地域包括支援センターの拡充、さらに地方創生など人口問題に取り組むための各種統計情

報に係る事務について関係課の業務を見直し、それぞれのニーズに合った形に担当業務の

追加や振り替えを行うために、課設置条例を改正するものでございます。 

 具体的には、各課の分掌事務を定めた第２条中、まず総務政策課の業務として定められ

ていた統計及び情報の管理に関することを防災企画課の業務に振り替えし、国勢調査など

に代表される各種統計業務を担当させるものでございます。これは、以前あった企画課が

もともと統計業務を担当していたという経緯もありますし、今後の地方創生の取り組みの

中で人口対策は最重要課題でありますので、最新の統計情報を管理するためにも、防災企

画課が担当すべきと判断したものでございます。 



平成２７年美浜町議会第４回定例会（第４日） 

 

 

 
94 

 次に、住民課の業務の中に個人番号に関することを追加いたします。これは、来年１月

からマイナンバーの利用が始まりますが、出生や死亡に係る個人番号の登録、抹消、個人

番号カードの発行などは住民課となりますので、業務として追加いたします。 

 ただ、前議案にもありましたように、マイナンバーの利用については全ての課がかかわ

ってくる業務でございますので、全庁的に取り組んでいくこととなります。 

 最後の改正ですが、介護保険法改正に伴う地域包括支援センターの拡充に向けて、現在

の福祉保険課の事務に介護保険に関すること、地域包括支援センターに関することを移動

し、現在の健康推進課の事務に福祉医療などに関すること、国民健康保険に関すること、

障害者福祉に関することを移動します。つまり、一例として、現在は特別養護老人ホーム

の入所は健康推進課、養護老人ホームの措置は福祉保険課となっているなど業務が２つの

課に分かれていることで、利用者の立場からも、業務担当の立場からも一部ややこしい分

担となっているところを、来年４月からは高齢者福祉に関すること全般を福祉保険課に集

約し、高齢者対策に取り組みます。一方、健康推進課には、医療、健診、国保、障害者福

祉などを集約して、住民の健康づくり、医療費の抑制策などに取り組む予定です。 

 なお、附則として、この条例の改正でございますが、住民課の業務の追加は平成２８年

１月１日から、その他の改正は平成２８年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（鈴川基次君） これから質疑を行います。２番、繁田議員。 

○２番（繁田拓治君） この課の設置条例の中でですが、この統計とか、管理を防災企画

課に移動したというのはわかります。それで、マイナンバーについては住民課というのは

わかります。 

 今、あと福祉保険課と健康推進課のことについて今ちょっと説明受けたんですが、高齢

者対策であるとか、集約するというんですが、そこのところもうちょっと具体的に説明し

ていただけたらと思います。 

○議長（鈴川基次君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（田端進司君） 繁田議員にお答えいたします。 

 今現在、僕が健康推進課長ということで、それと美浜町地域包括支援センター長という

ような肩書きもあります。 

 ただ、内容としましては、介護保険とそういった老人の予防、腰痛予防教室とか、いろ

んな面で老人関係のことをやっているわけなんですけれども、一方、健診とか、予防接種

とか、そういった医療関係も保健師抱えた中でやっております。最近の医療費の増大とい

うようなことで、いろんなことでジェネリックを普及しなさいとか、いろんな医療関係に

ついての財政の負担を軽減するというようなこともされている中で、一方、うちでは、健

診なり、予防接種なり、そういうような、何というか、健康増進をやっている中で、福祉

保険課のほうでは医療費の関係をやっていると。普通で言えば、セットで財政のことも考

えながら、予防にもうちょっとここら力入れていこうとか、そういったほうが内容的には
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合理的ではないかと。 

 それで、先ほどの細部説明にもありましたけれども、老人福祉で敬老会とか、老人クラ

ブ、それで養護の入所とかは福祉保険課でやっていると、一方、老人の介護関係とかはう

ちのほうでやっとると。そこらで、両課をまたがっていろんな目的は一緒というんですか、

そういったことを両方でやっているんで、合理的に老人福祉は福祉保険課でやって、そう

やって健康増進とか、医療費の抑制に計画的に取り組むんが健康推進課で、今後、４月以

降は取り組んでいくと、そういうようなことになっております。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ２番、繁田議員。 

○２番（繁田拓治君） そしたら、課が大幅に変わるわけですけれども、この課の課長は

そのままですね。何が変わるだけで、中身の看板とかというんか、役場入っていったら表

示されていますけれども、看板というんかな、地域包括支援センターとか、そういうの書

いておりますね、それを変えるというだけで。 

 すみません。わかりにくかった、ごめん。 

 そしたら、前に、前議会のときから、前期からいろいろ問題になっておったんですが、

福祉保険課の残業に対する問題もかなり取り上げられておったと思います。こういったこ

とについて、このまま移転することによって解消されますか。かなり残業があって前期は

いろいろ問題になったんですけれども、それやったら、残業が多いんで人１人雇ったらど

うなんというところまで話が出ておったんですが、そこらのほうはどうですか。 

○議長（鈴川基次君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（田端進司君） 看板を振り替えるだけということですけれども、今、地

域包括支援センターと健康推進課というプレートというんですか、それが地域包括支援セ

ンターと福祉保険課がセットになると。それで、健康推進課は今で言う福祉保険課のほう

に多分なると思うんですけれども、その中で、健診とか、健康増進、乳幼児の健診とか、

保健師がおりますので、専門的になりますので、看板だけじゃなくてそれに伴う保健師が、

健康推進課、今で言う福祉保険課のほうに行きまして、老人関係、老人クラブや敬老会、

そういった事務はうちのほうで事務をしていただくと。そこらは人事のことでありますの

でどうなるかはわかりませんけれども、保健師は、健診なり、赤ちゃんの健康教室とか、

いろんな分野では保健師はついてきます。 

 それと、残業のことですけれども、その件につきまして、今で言う福祉保険課というこ

とですけれども、そこらあたりは今後十分課内で調整して、そこらは対応できていけるも

のと思います。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（野田佳秀君） 繁田議員にお答えします。 

 国保の残業についてなんですが、以前は、国保の業務については１名体制でございまし
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た。２６年度からは、２名体制で行っているところでございます。だから、２６年度から

は、残業については減ってきてございます。 

 以上でございます。 

○議長（鈴川基次君） ほかにありませんか。７番、髙野議員。 

○７番（髙野正君） ７番。 

 いつも、私どもも苦労する、この福祉保険課と健康推進課、どっちがどの担当で何が担

当でって、私は、あほやさかいよくわかりません。いつも難儀するんです、これどっちだ

ったかなって。 

 それで、町長、あるところによりますと、よそは長寿元気課とかいう課で、お年寄り関

係、福祉関係、老人福祉関係全部そこへぽっと持っていっているんですよ。来た人も、長

寿元気課って、わしの行くところはここやなってすぐわかる。ほな、健康推進課なら、い

つもにこにこ元気課とか、課の名前、何とかなりませんか、これ。あほなこと言うようや

けれども、ほんまに、これよそもそういうことを考えてやっとると思うんですよ。だから、

もう、私、提案なんですけれども、やっぱりちょっと課の名前ね、ほんで、どんなことを

担当したあるとずっと書いてあるから、いつも元気課はこんなことで、わし、ここへ行く

んやなとすぐわかるんですよ。一遍、考えていただけませんか、ちょっと。 

○議長（鈴川基次君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 髙野議員にお答えいたします。 

 どちらかといえばかたいイメージであるかもわからないですけれども、その辺も含めて、

今、髙野議員でございますが、元気長寿課とか、そういった形で、お話もございました。

一度、検討させてください、はい。 

○議長（鈴川基次君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 今、検討させてくださいということなんで、関連してやります。 

 以前から、この防災企画課というのも、防災と企画というたら、絶対企画のほうが優先

なんよ。よそ行って、視察に行って、防災企画といったら、あんたところ、防災課つくっ

ているんですかって、どうしてもそう答えられるんですよ。この防災企画も、どう考えて

も企画防災課ていうほうが、私は、最初防災つくるときには、防災は室か何かていう案で

も出てた記憶ありませんか。どうしても、考えても企画のほうが優先するべきだと思うん

ですけれども、そこもついでに、検討するんだったら一つ机上に乗せてやってください。 

○議長（鈴川基次君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 田渕議員にお答えいたします。 

 それも含めて、一度、机上に上げて一度検討したいと、このように思います。 

○議長（鈴川基次君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（鈴川基次君） これで討論を終わります。 
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 これから採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（鈴川基次君） 挙手多数です。したがって、美浜町課設置条例の一部を改正する

条例については原案のとおり可決されました。 

 日程第３ 議案第３号 美浜町税条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 議案第３号 美浜町税条例等の一部を改正する条例につい

て細部説明を申し上げます。 

 今回の改正は、前半部分の第１条で美浜町税条例の一部改正、後半部分の第２条で美浜

町税条例の一部を改正する条例の一部改正となってございます。 

 まず、第１条の美浜町税条例の一部改正でございますが、今回の改正は、平成２７年度

税制改正におきまして、国税の改正を踏まえ、地方税の徴収などに係る猶予制度が見直さ

れ、分割納付の方法、申請に基づく換価猶予制度などを条例で定める旨、地方税法の一部

改正が行われたことに伴い、所要の改正を行うもの等であります。なお、詳細はお手元の

新旧対照表をご参照いただきたいと思います。 

 以下、要約してご説明申し上げます。 

 まず、新旧対照表の３ページから６ページ中段までの徴収猶予制度の改正につきまして

でございますが、第８条は、猶予金額の納付方法の見直しについて的確な納税の履行を確

保する観点から、猶予する期間内に猶予に係る金額を各月に分割して納付または納付させ

る方法を定めるものでございます。第９条は、徴収猶予の申請について、申請書の記載事

項や添付書類の見直し及び担保の取り扱いの見直しについて定めるものでございます。第

１０条は、職権による換価の猶予の手続などを上記の徴収猶予と同様に定めるものでござ

います。第１１条は、申請による換価の猶予を追加し、申請期限を納期限から６月以内と

定めるとともに、猶予の手続などを上記の徴収猶予と同様に定めるものでございます。第

１２条は、担保を徴する必要がない場合について定めるものでございます。第１８条及び

第２３条は、第８条から第１２条が追加されたことによる条文の整備によるものです。６

ページ下段からの第５６条は、独立行政法人の名称変更に伴う改正です。 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行いたします。 

 次に、第２条の美浜町税条例等の一部を改正する条例の一部改正についてご説明申し上

げます。 

 この改正は、平成２７年３月３１日付で専決処分させていただきました美浜町税条例等

の改正について、未施行の条文について再度の改正を行うものでございます。 

 新旧対照表の８ページをご参照ください。 

 この改正は、第１条のうち第２条第３号及び第４号の改正規定は、マイナンバーの利用

における国からの通知により、納付書及び納入書には個人番号及び法人番号は原則記載し
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ないこととなりましたので、第２条第３号及び第４号の改正規定を削除するものです。こ

の削除に伴い、第３６条の２第９項の改正規定、第６３条の２第１項第１号の改正規定、

第８９条第２項第２号の改正規定、第１３９条の３第２項第１号の改正規定を改めるもの

であります。 

 なお、この規定は公布の日から施行するものでございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（鈴川基次君） これから質疑を行います。１０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） １０番です。 

 非常にややこしいので、確認とか、質問をさせていただきます。 

 まず、細部説明で言われた平成２７年度の税制改正の要点というのは、納税者のよりと

いうんか、利益になるように猶予とかを設けたというような理解でよろしいんでしょうか

ということが１点です。 

 それから、２つ目は質問なんですけれども、初めて聞いたような言葉なんですが、換価

の猶予というのは一体どういうふうなことでしょうか。 

 それから、もう一つは、最後のほうに説明された８ページ、９ページの第２条のところ

で、マイナンバーは表示せんでもええとここではなったということ、そういう理解でよろ

しいんでしょうか。 

 よろしくお願いします。 

○議長（鈴川基次君） 税務課長。 

○税務課長（谷輪亮文君） 中西議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の徴収猶予の関係でございますが、これが２７年の税制改正で納税者の優

位になる法ができたんかという話なんですけれども、徴収猶予の制度自体はもともと地方

税法の第１５条と第１６条に記載されていた分なんです。その中で、地方税法には、上位

法には規定されていますけれども、条例のほうでは規定されていないという案件がござい

まして、その中で、見直し案としましては、国の徴収猶予にそぐわない案件につきまして

は、各地方公共団体で定めてくださいというふうな決まりになりました。 

 大きく言いましたら、徴収猶予、納入する方法なんですけれども、国につきましては毎

月の分割納入または分割納付に定められております。ただ、町の税金におきましては、納

期等いろいろな複雑な税もございますので、毎月ではなしに、基本毎月なんですけれども、

２カ月に一回とか、ほかの税金の納期がないときに徴収するとか、長の裁量で定めること

ができるというものでございます。 

 あと、担保の徴収基準なんですけれども、国税の場合は１，０００千円以下の猶予をす

るときには担保が必要やということなんですけれども、町税につきましては余り高額な税

がございませんので、県条例同様５００千円ということで定めてございます。 

 あと、換価の猶予なんですけれども、換価といいますのは、当然、滞納者への物件とか、

差し押さえしまして、それをすぐお金に換えるという案件なんです。基本、差し押さえて
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すぐに換えていくんですけれども、それを、少し申請によりましてお待ちしますよという

ふうな条例になっております。 

 あと、マイナンバーの関係ですけれども、これは、当初この３月３１日の専決処分の中

で納付書納入書はマイナンバーの記載が必要という部分があったんですけれども、納付書

及び納入書のみマイナンバーの記載が不要となりましたので、改正するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（鈴川基次君） ほかにありませんか。１０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） １０番です。 

 非常に難しい、換価の猶予というのは、こういうことですか。差し押さえた物件を、公

売、競売というんかな、競売にかける、すぐかけんと一定の猶予を、いろんな条件があっ

たら猶予を見ると、期間を、即競売というか、公売にせんと一定の余裕を見るという、そ

ういうことでよろしいんでしょうか。それから、また分納、一遍によう払わんという場合

には分納もできる、こういうことになっているんでしょうか。初めて聞いた言葉なんで、

換価というのは公売ということですか。 

○議長（鈴川基次君） 税務課長。 

○税務課長（谷輪亮文君） 換価って、公売というんか、当然、差し押さえしたら差し押

さえには給与差し押さえとかいろいろございます。その中で、当然、給与だとそのままお

金として入ってくるし、そういう物件で、公売に限らず差し押さえ等した債権をお金にか

えることが換価と言われます。 

 それと、分納なんですけれども、この徴収猶予には、災害とか、盗難とか、あと事業が

休廃止されたとか、こういうふうな条件ございます。それで、これを一時的に納付したら

物すごい事業が大変なるよとかそういうときに、換価の猶予手続できるということなんで

す。猶予期間は１年以内ということで、延長は最大２年以内で原則担保が必要というよう

な格好になってございます。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） １０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） すみません。ほな、ちょっと聞き忘れたんで。 

 マイナンバーは今回の納付通知書には記載してないけれども、将来はわからんというこ

とですか、そのことだけ。 

○議長（鈴川基次君） 税務課長。 

○税務課長（谷輪亮文君） 納付書及び納入書には原則記載しないということなんで、記

載することはないと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

○議員 「ありません」 
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○議長（鈴川基次君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（鈴川基次君） 挙手多数です。したがって、議案第３号 美浜町税条例等の一部

を改正する条例については原案のとおり可決されました。 

 日程第４ 議案第４号 美浜町国民健康保険税条例及び美浜町介護保険条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 議案第４号 美浜町国民健康保険税条例及び美浜町介護保

険条例の一部を改正する条例について細部説明を申し上げます。 

 お手元の新旧対照表もご参照ください。 

 本条例の改正は、いわゆるマイナンバーの利用が平成２８年１月１日から始まるに当た

り、法律で個人番号の利用が認められている国民健康保険税と介護保険について、それぞ

れの事務手続を定めた条例のうち、町長に提出する書類の項目の中に個人番号を追加する

ものでございます。 

 具体的には、美浜町国民健康保険税条例第２３条の２第２項第１号では、国民健康保険

税の減免を申請する場合の添付書類の中の項目のうち、氏名、住所の次に個人番号を追加

いたします。美浜町介護保険条例では、第８条第２項第１号中、保険料の徴収猶予を申請

する場合の書類と、第９条第２項第１号中、保険料の減免を申請する場合の書類に、それ

ぞれ氏名、住所の次に個人番号を追加いたします。 

 附則として、この条例は平成２８年１月１日から施行いたします。 

 以上、まことに簡単ではございますが、細部説明を終わります。よろしくご審議賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（鈴川基次君） これから質疑を行います。ありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（鈴川基次君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。ありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（鈴川基次君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（鈴川基次君） 挙手多数です。したがって、議案第４号 美浜町国民健康保険税

条例及び美浜町介護保険条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されまし

た。 
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 日程第５ 議案第５号 平成２７年度美浜町一般会計補正予算（第５号）についてを議

題とします。 

 本件について細部説明を求めます。総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 議案第５号 平成２７年度美浜町一般会計補正予算（第５

号）について細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、規定の歳入歳出予算総額にそれぞれ６０,７８６千円を追加し、補正後

の歳入歳出予算総額を３７億８９，９４０千円とするものでございます。 

 最初に、全体的なものとして、各費目に給料、職員手当等共済費、退職手当負担金の追

加がございます。これは、勤務評定の結果による加算によるものが主な要因でございます

が、そのほかに、共済費では、今年１０月から共済年金が厚生年金に統合され、負担金の

計算の根拠となる給料の捉え方が厚生年金と同じ標準報酬月額に変わりましたので、ここ

から生じる追加も含まれてございます。 

 ４ページの「第２表 債務負担行為」でございますが、まず新たに追加するものとして、

９月議会でお認めいただきました上下水道管理システムのクラウドシステムへの移行につ

いてですが、移行作業が来年の８月ごろまでかかる予定となりましたので、現システムか

らのデータ移行費と現在のシステムの再リース料、保守料について、来年４月から８月ま

でに係る費用の上限額を債務負担としてお願いするものでございます。また、住民課窓口

で使用する個人番号カードプリンターについても、５年間リースする費用を追加してござ

います。 

 債務負担の変更は、６月議会でお認めいただきました戸籍システムの３町共同でのクラ

ウドシステムについて、リース会社と直接契約したことで来年度以降支払うリース料が下

がりましたので、減額するものでございます。 

 ５ページの「第３表 地方債補正」の１．追加は、今般、松洋中学校の武道場の非構造

部材耐震改修事業に対する交付金が交付される見込みとなり、財源として、平成２７年度

の地方債については県の同意を今の時点で得る必要がありますので、工事自体は大部分来

年度へ繰り越しになる可能性が大ではありますが、今回の補正に追加するものでございま

す。起債限度額は１５，０００千円でございます。 

 では、まず歳入からご説明申し上げます。 

 ９ページ、地方交付税１３，５６６千円は、補正財源の調整による増額でございます。 

 分担金及び負担金、負担金、民生費負担金、児童福祉負担金、６５千円は、平成２７年

度１１月時点での広域入所、認可保育所の保育料の確定による増額、教育費負担金、子ど

も園費負担金９９２千円の追加は、１１月時点の保育料、給食費、その他の確定による増

額でございます。 

 国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金８，１２４千円のうち、社会福祉費負担金

として７，９０６千円の追加は、国民健康保険保険基盤安定負担金が確定したことによる

増額。 
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 児童福祉費負担金２１８千円は、これまでの保育所負担金にかわり、新たに子どものた

めの教育、保育給付費国庫負担金が新設され、新たな算定に伴う増額でございます。 

 ９ページ下段の国庫補助金、教育費国庫補助金、中学校費補助金７，６４９千円の追加

は、松洋中学校の武道場の非構造部材耐震改修工事に対する交付金、民生費国庫補助金、

児童福祉費補助金３，８７８千円の追加は、子ども・子育て支援法の施行に伴う新しい交

付金の変更と旧補助金の減少などによるものでございます。 

 １１ページに移って、総務費国庫補助金、総務管理費補助金１０,０００千円の追加は、

まち・ひと・しごと創生法による地方創生先行型事業の上乗せ交付金でございます。 

 衛生費国庫補助金、清掃費補助金７２千円は、浄化槽設置整備事業の事業量追加による

ものでございます。 

 県支出金、県負担金、民生費県負担金１０，２０１千円のうち、社会福祉費負担金

１０，０９２千円は、国民健康保険保険基盤安定負担金の確定によるもの、児童福祉費負

担金１０９千円の追加は、国庫負担金の変更と同じく、これまでの保育所負担金にかわり

新たに子どものための教育・保育給付費県費負担金が新設されたことによる増額でござい

ます。 

 県補助金、民生費県補助金、児童福祉費補助金８，３８６千円の減額は、これまでの放

課後児童健全育成事業などの補助金が新しい子ども・子育て支援交付金に一本化されたこ

とによる増額と、旧補助金の減少などによるものでございます。 

 衛生費県補助金、清掃費補助金７２千円の追加は、浄化槽設置整備事業の事業量増加に

よるものでございます。 

 農林水産業費県補助金、林業費補助金７１０千円の減額は、事業費の精算に伴うもので

ございます。 

 １３ページ、財産収入、財産運用収入、利子及び配当金２６３千円の追加は、各種基金

の利息の増額が見込めるための追加でございます。 

 町債、教育債、全国防災事業債は、松洋中学校の武道場の改修事業に対する交付金が決

まりましたので、事業費に対する３分の２に起債を充当するものでございます。なお、こ

の起債については、元利償還に対して今年度８０％の交付税措置があります。 

 以上が歳入の状況でございます。 

 次に、歳出についてご説明申し上げます。 

 全体的な人件費の追加については、勤務評定と共済費、一部は超過勤務手当の追加によ

るものでございます。 

 １５ページ、総務費、総務管理費、電子計算費１，０７４千円の追加は、債務負担でも

ご説明いたしましたように、上下水道管理システムをクラウドに参加させるに当たり、作

業が完了するのが来年８月の見込みであり、現在のシステムのリースと保守の期間が１２

月末までですので、これを再リースして再度保守契約するため、１月から３月までの経費

を今回の補正予算に計上するとともに、住民課窓口に設置する予定の個人番号カード発行
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時の顔認証システム機器の購入費を計上してございます。 

 諸費の償還金利子及び割引料１０６千円の追加は、前年度補助金精算による償還金でご

ざいます。 

 財政調整基金、高齢者福祉基金費の積立金の追加は、利息の増加分の積立金でございま

す。 

 地方創生事業費１０，０００千円の追加は、地方創生交付金上乗せ交付金でございまし

て、この交付金を活用して３つの事業をすべく予算を計上しています。１つ目はひまわり

畑整地事業として委託料に１，０００千円の追加、２つ目に工事請負費として防災カメラ

の設置、３つ目としてデジタル簡易無線機の購入を計画しています。 

 １７ページの徴税費、戸籍住民基本台帳費は、いずれも人件費の補正でございます。 

 １９ページ、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費のうち、繰出金２４，０９９千円の

追加は、国民健康保険保険基盤安定負担金が確定したことなどに伴うものでございます。

老人福祉費の繰出金４０５千円の追加も、それぞれの会計での人件費の補正に対する繰出

金でございます。 

 地域包括支援センター運営費では、対象件数の増加に伴うケアプラン作成委託料６６０

千円の増額もお願いしてございます。 

 １９ページ下段の民生費、児童福祉費、児童福祉総務費、報償費２，０００千円の減額

は、現時点で年度内に給付の対象者がないと判断できるため、出生祝い金、子育て応援給

付金を減額するものでございます。ただし、今年度は地方創生交付金で先行して給付して

いる１０件分は、当然、そのまま予算化されてございます。 

 ２１ページ、児童福祉施設費は、財源の調整、中段の衛生費、保健衛生費、保健衛生総

務費の繰出金５５２千円は、若野堰改修負担金に伴う水道会計への出資金の追加でござい

ます。 

 清掃費、し尿処理費、負担金補助及び交付金５３８千円については、浄化槽設置整備事

業費の事業量追加によるものでございます。 

 ２３ページの農林水産業費、農業費、農地費、繰出金２，６０１千円の減額は、農業集

落排水事業特別会計への繰り出しの減でございまして、これは、農業集落排水事業会計で

消費税の還付が見込まれるため、一般会計からの負担が減るものでございます。 

 中段の林業費、林業総務費委託料９３０千円の減額は、事業の精算による減額でござい

ます。 

 下段の水産業費、美浜町水産振興基金費では、利息の増加による利子積立金の追加１千

円でございます。 

 ２５ページ中段の土木費、都市計画費、下水道費、繰出金２４２千円の追加も、人件費

関係の繰り出しでございます。 

 その次の消防費、非常備消防費、使用料及び賃借料２７千円の追加は、地方創生上乗せ

交付金でデジタル簡易無線機を購入するため、これに伴う電波利用料の追加、災害対策費



平成２７年美浜町議会第４回定例会（第４日） 

 

 

 
104 

の役務費２３３千円の追加は、同じく地方創生上乗せ交付金で防災カメラを増設するため、

光回線の利用とプロバイダー料２カ月分を追加するものでございます。 

 ２７ページ、教育費、中学校費、学校管理費２２，７２３千円の追加は、歳入でも申し

上げましたように、松洋中学校武道場の非構造部材耐震改修事業に対する交付金が決定し

ましたが、国の補助金が平成２７年度の補助金であるため予算も平成２７年度予算に計上

する必要があり、補助金と起債を財源として、設計管理の委託料２，６３５千円と工事請

負費２０，０８８千円を計上するものでございます。 

 最後に、そのページの下段、教育費、社会教育費、公民館費の備品購入費３９０千円の

追加は、中央公民館のビジネスフォン、親機１台、子機３台を１９年ぶりに買い替えする

ものでございます。 

 以上で歳出の補正についてご説明申し上げましたが、添付資料といたしまして、給与費

明細書、地方債現在高調書を添付してございますので、ご覧いただきたいと思います。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議の上、ご了承賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（鈴川基次君） これから質疑を行います。４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） １６ページ、歳出の１６ページなんですけれども、ひまわり

の１０,０００千円のうちの１,０００千円、ひまわりの畑のことと、もうちょっと

５，０００千円、その下、消防のほうの無線のほうはわかるんですけれども、防災防犯カ

メラ、これどこにつけてとか、ひまわりの畑はどこに何を１，０００千円要るのか、これ

ちょっと教えていただけますか。 

○議長（鈴川基次君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中村幸嗣君） お答えします。 

 まず、防災カメラの設置につきましては、現在、４カ所を選定しております。具体的に

言えば、和田集落排水処理場付近、それと三尾元駐在所の高台の付近、それと入山東裏川

付近、あと入山公民館付近の４カ所を選定しております。 

 ひまわり整地畑につきましては、現在、平米数で言えば約５，０００平米、筆数で言え

ば６筆の筆数を選定しております。作業内容につきましては、耕作放棄となっております

草刈りであったり、代かき、耕起であったり、また最終的にはひまわりを植栽できる直前

までの状態にするがための費用でございます。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ８番、谷口議員。 

○８番（谷口徹君） ちょっと、関連で質問させていただきます。 

 今のひまわり畑、総合戦略にも載っているんですけれども、これの目的が目標５０人新

規雇用さすうちの、これを達成するための一つの手段だろうと思うんですよ。防災防犯

カメラ、これも南海トラフ巨大地震による津波避難者、困難者数、現状１，９２８人を

ゼロ人にするというための一つの手段だと思うんですけれども、このひまわり畑、今回
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１，０００千円で新規雇用者は何人増えるんですか。それと、今の防災カメラで千九百何

人のうち、とりあえずは何人は減るというふうに見込んでいらっしゃるんですか、お願い

します。 

○議長（鈴川基次君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中村幸嗣君） お答えします。 

 ひまわり畑の整地事業につきましては、この目標につきましては、ここに総合戦略で基

本目標と掲げております魅力をつくるまちづくりに対しての事業でありまして、町の花ひ

まわりを観光名所として対外的にＰＲして美浜町を訪れる人を増やすということで、雇用

というよりはひまわり畑の面積について目標１，０００平米と掲げていることに対する事

業としております。 

 あと、防災カメラの設置についてでありますが、これについては、基本目標として掲げ

ております未来を守るまちづくりに対して、風水害による死者数ゼロを目指すとともに、

また防災力の向上をＰＲすることにより移住、定住者を増やすということで、直接的には

ここの総合戦略の目標にあります災害時の初期対応時間３０分以内というところを目標と

して、この事業を申請しております。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ８番、谷口議員。 

○８番（谷口徹君） そしたら、このひまわり畑、例えば何平米とか書いていましたね。

１，０００平米が目標でって、ここに目標って書かれているからいいんですけれども、町

長に伺いたいんですけれども、最終的な目標はやっぱり５０人という雇用者数の確保です

よね、当然。別に、ひまわり畑１，０００平米つくってそれで終わりとか、防災カメラ４

カ所設置して、はい、終わり。それで、人増えなんだら、何してるこっちゃわかりません

わね、減るのを抑制したり。だから、ひまわり畑を１,０００平米つくるんが目的じゃな

いと思うんですよ。防災カメラを何箇所設置するかが目的じゃないと思うんですよ。やっ

ぱり、それが手段であって、最終的な目的というのは、ここに掲げている新規雇用者５０

人であったり、南海トラフの巨大地震から千何百人が困難者になっているのをゼロにする

というのが目標であるはずなんですよね。だから、ほんでそれぞれのこの事業をいろいろ、

今回はこの松を利用した製品の生産販売体制の構築とか、いろいろ掲げられている中のひ

まわり畑を今回はチョイスして予算化しているわけですよね。だから、これ幾つかこれが

積み重なって５０人の雇用が実現できるんやと。ほんなら、それぞれは、大体、例えばこ

の松を利用した製品の生産販売体制の構築だったら５人やとか、ひまわり畑は１５人やと

か、ほいで松葉堆肥の増産体制の構築で２０人の雇用が確保できる、それで合計で５０人

やと。それで、今度見直すときに、今度、ひまわりで５人で見てあったやつが２５人にな

ったんやと、それで松葉堆肥は３０人で見てあったやつが５人しか雇用できなんだと。あ

あ、ほたら、こっちのほうにもっとウエートやろかとか、こっちのほうはもうそんなもん

やめとこかとかいう話になると思うんですよね。 
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 だから、そこをちょっとちゃんと教えてもらわなんだら、前に、課長にも、僕、おっし

ゃったんですけれども、そもそも、僕、この事業猛反対なんですけれどね。だから、余計

こんな意地悪な質問したなってくるんですよ、できるんかなって、ほんまに、こんなこと

がって。これ、１，０００千円、いや、２，０００千円とかって、ぼんぼん、金、使いま

すけれどね。だから、できるというんであったら、ほんならこのひまわりの、１，０００

千円か、１，０００千円で何人の雇用が生まれるというのをきちっと言うてくださいよ。 

○議長（鈴川基次君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 谷口議員にお答えしたいと思います。 

 谷口議員、今回でございますが、このひまわり畑の設置費用ということで、今回この一

般会計の補正予算ということで提出させていただいておるんでございますが、ただ、ひま

わり畑の整地業務ということで、即座に人の雇用が生まれるというような形の認識の中で、

今回はこの補正予算ということで今回上程させていただいてはいないということをここで

申し上げたいなと思います。 

 それと、地方創生ということでございますが、何もかも、この防災防犯カメラもそうで

ございますが、まだ緒についたところでございまして、もう一度繰り返させていただきま

すけれども、ひまわり畑に関しましたらば、これで人員の増というような形では認識は持

っていないということでございます。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） そしたら、別にひまわり畑でこんなん１，０００千円も出す必要

ないん違いますか。よくわからないんですけれども、人員のことならまだしも、整地とか

いうのもわかるんですけれども、１，０００千円もかけて、これ何のためにするんですか、

もう一度お願いします。 

○議長（鈴川基次君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中村幸嗣君） お答えします。 

 耕作放棄となっています今の現状を整地しまして、町の花であるひまわり畑として対外

的にＰＲしまして、基本目標と掲げております魅力をつくるまちづくり、この標語に向か

いまして、このことを対外的にＰＲしまして美浜町を訪れる人を増やすということで、こ

ういった地方創生の趣旨の上で総合戦略を策定しまして、その上乗せ交付金を得るために

３つの事業を申請させていただきましたので、そういったことで原課のほうではこの事業

を掲げております。 

 以上です。 

 そして、この費用につきましてでございますが、当初の申請時におきましては、具体的

に言いますと、機械リース料であったり、機械の改装費であったり、機械の修繕費、除草

剤、またオペレーター等の賃金を含めて１２５千円というのを算出しまして、それを筆数

に掛けた金額をこの１，０００千円として申請しております。 
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 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） もう、単純にどうですか、ひまわりをあちこちでやっておられる、

ほんで町の花ということで、それはわかるんですけれども、もう単純にこれ要りますか、

１，０００千円も。いろいろお話、１０，０００千円のうちの１，０００千円ということ

で、ちょっと無理矢理１，０００千円つけてませんか。ちょっと、もう一回お願いします。

どう考えておられますか。 

○議長（鈴川基次君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中村幸嗣君） 耕作放棄地というのは、６筆じゃなしにそれ以外にもあ

るんです。それで、具体的な予算というのは、今話した形で予算計上しましたけれども、

うちとしてはできる限りのひまわりの植栽を考えておりまして、そういった移行計画事業

を実施していくに当たってできる限りのその面積を増やしたいということで、今の予定で

は、先ほど言った代償用地でありますが、予算の範囲内におきまして、できる限りの事業

面積を確保したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 谷口徹議員は、創生というものに対して反対だという、異議でと

いう話でしたよね。私、賛成なんです。でも、谷口徹議員と同じ意見なんです。 

 皆さん、ちょっと話、大切なことなんで聞いてほしいんですけれど、今でも美浜町に水

田農業研究会という組織がございます。昔、農協で営農計画推進協議会という組織をつく

りました。そのときに、私が初代で、もう今はありませんけれども、会長させてもらいま

した、まだ合併以前の話で、そのときに御影という普及員がおられました、上田という営

農指導員がおられました。その両者に話しして、これから日本の水田というのは、転作事

業ていうのは３年ぐらいで名前を次々変えていきますけれども、こんな永遠にないように

はなりませんよと言うたんです。そして、ならば、この水田で米以外、米でもいいんです

けれども、米以外の作物を何か研究していく必要、長期的にあると思いませんかという話

で、その両人は賛成してくれました。そして、農協から当時は２００千円から３００千円

出してくれました。役場のほうも２００千円から３００千円、たしか両者合わせて５００

千円ぐらいの当初予算組ましてくれた、それ組んでくれたんです。それで、水田農業研究

会いうんを発足して、新しい品目をつくるには１人では余りにもリスクが大きいと。その

かわりに、きちんと考えてこういうもんをやっていこうという計画出したもんについては、

種苗代とか、あらかたの経費はこの中から出しましょうと。しかし、そこで得たノウハウ

は水田農業研究会、いわゆる町民の農家に還元してくださいよという約束でしたんです。

記憶ある方おられるかと、ハスつくってみたりとか、シソをつくってみたり、みなべのほ

うでシソが不足していたから、そういうことで、私、たしか、ちょっと記憶古いんで、４

年ほど会長させてもらったと思うんです。その後、会長交代しました。この趣旨というや
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つは、多分、産業課に残っているはずやと思っててんけれども、会長変わって、次の会長

さん、全く何もしませんでした。たちまち２，０００千円余ってきました。２，０００千

円で何したかというたら、ひまわり畑なんです。吉原へしたでしょう、迷路つくったでし

ょう。２，０００千円のお金というのが、２年で消えてしまったんです。多分、商工会、

協力せえなり、目的のないもんはそうやって消えていくんです。水田農業研究会はもうこ

こでは追及しませんけれども、ずっと追及していて、予算、町長、組んでいるでしょう。

追跡、何も見ていないんで何も育ってないやないですか。もう、２０年ぐらい優に毎年つ

ぎ込んでいるんですよ。これは、補助金の無駄金やと、私、思っております。もう、この

会だけじゃなしに、もっと見直し。 

 まさしくそこで、ひまわり畑、２，０００千円つぎ込んでつくって、何も成果なかった

んでしょう。なら、今、谷口徹議員がおっしゃるように、何ゆえ地方創生をするか、ひま

わり畑をつくるか。ひまわり畑でもいいんですよ。流木を使って、椅子をつくってもいい

んですよ。でも、これで何をどうするか、いわゆるコンセプトがきちんとしてなかったら、

つくって、１０年か、２０年前の話のひまわり畑とまた同じようになってしまいますよ。

今、町長の、課長というより、本当は町長が地方創生でこれしたいんや、こうするんやと

いうところをきちんと大黒柱立ててくれたら、言う議員、ここにおられる議員の中でひま

わり畑１，０００千円つぎ込んで畝立てた、わかりますよ、私もトラクター乗るんでどれ

くらいかかるかもわかります、１，０００千円ちょっと、値ええなぁとは思いますけれど

も。でも、それで今言うその地方創生というものの一端を担えるという確信がないんです。

またつくって終わりや、２０年前と同じ話するんかという疑問が残るんです。もう一度、

そこら辺、きちんとみんな納得できるよう、私は賛成です。でも、それで、今の説明では

到底納得せえというのは無理です。 

○議長（鈴川基次君） しばらく休憩します。 

 再開は１１時とします。 

午前十時四十八分休憩 

   ―――・――― 

午前十一時〇〇分再開 

○議長（鈴川基次君） 再開します。町長。 

○町長（森下誠史君） 田渕議員にお答えしたいと思います。 

 田渕議員もご存じのとおり、この地方創生というような形で、政府というか、国のほう

から出てきました。これに関しましては、当然のことながらでございますが、東京一極集

中をどういった形で是正して、そして地方にどういった形で活力とか、また特色というか、

そういった形が原点だと、私も、田渕議員と同様で認識してございます。そして、先ほど

ですけれども、田渕議員のほうから水田農業というような形、るる、お話も、私、頂戴い

たしました。 

 今回こういった形で、ひまわり畑ということで上程させていただいておるということで
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ございますが、これに関しましたらば、ご存じのとおり、町のほうでは町の木ということ

で松がございます。それとともに、町政施行、たしか４０周年のときだったかな、この町

の花とということで、ひまわりということで出ていまして、それから現在に至っているよ

うな状況でございます。ご存じ、ご承知のとおり、松ということでございましたらば、そ

れから美浜町のほうでキャラクターということで、まつりん、ぼっくりんというような形

で、もう今多くの方に存じていただいておるような状況でございますし、先般も日本のこ

ういったゆるキャラグランプリということでもエントリーさせていただいたような状況で

ございます。ただ、じゃそれに比べまして、じゃ町の花ということは、これいかにという

ことでございますが、田渕議員がおっしゃったとおり、以前でございますが、ひまわり畑

ということで、一時的だったかもわかんないですけれども、多くの方、私自身も、子ども

とともに迷路というんですか、楽しく回らせていただいたような記憶もございます。 

 じゃ、現実的に今はどうなのということでございますが、ご存じのとおり、ちょっと和

田のほうですけれども、本当、もう小さな形でひまわり畑があるような状況でございます。

地方創生ということで言えば、松、そして町の花ひまわりということで、もう一度原点に

戻って、多くの方が、美浜町、人で言えば、いや、やっぱり町の花はひまわりなんやなと

いうことで改めて認識していただく、そしてまた町外者の方でございましたらば、こちら

に来町していただいて、花を見ていただいて、心も和んでいただいて、こういった花づく

り、地域づくりをしている町という形の中で、できうるものならば、その方たちに、この

市町村を訪れた中で続いて移住というような形もしていただきたい。こういった形の美浜

町の創生総合戦略というところでございますが、魅力をつくるまちづくりというような形

で書かせていただいておるんですけれども、今回上程させていただいたのは、そういった

町の木とともに町の花ということで、改めてこの地方創生というような形の中でさせてい

ただいたと、そういったことでございます。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 町長が言っているお気持ちというのは、私、理解できます。 

 そもそも、そこまで話してくれるんで、そこから先も話ししますけれども、ひまわりの

花を町の花にするときに、私は反対だったんです。美浜町だったらハマダイコンか、ハナ

ムギ、あそこたいつくったしかいいんではないんですかというて、当時、ちょうど森英恵

がひまわりのデザインをして、日本が爆発的にひまわりブームあったんです。それで、ブ

ームに乗ってやるいうのも反対やというたら、当時、土井部長がそんなブームに乗ったも

んと違うてみんなからの意見でちゃんとつくったんやという話で、ひまわりと美浜町の縁

というのは、私、何も感じませんので、それはもう過去の話として。だから、地元に根づ

いていない花だから、結局、ひまわり畑無理矢理つくらないかん。ほいで、無理矢理つく

ったさかというて、実際、ほんならどんだけのいわゆるアウトカムが生まれてくるかとい

うたら、何も生まれてこんで、みんな、苦労しているというのが現実なんでしょう。だか
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ら、町長言うてることは、理解はできますけれども、ひまわり畑一反つくることによって、

谷口議員が発言された、それでどれだけ、ほんなら雇用に結びつくんだいうて、そこら辺、

もう繰り返しになりますけれども、流木で椅子をつくってもいいんです。ひまわり、つく

ってもいいんです。でも、そこから後どう繋がるかという、いわゆるインプット、アウト

プット、アウトカムが、ここらの線が、流れが結局物すごく弱いんですよ。だから説得力

がないと言うているんです。 

 ちなみ、もう少し突っ込んで聞かせてもらいますけれども、この６筆５反、５０アール、

これ場所とそれから１，０００千円の予算ですけれども、内訳はどんなになっているんで

すか。要するに、借地料を幾らぐらい払ってということも含めて、少し詳細聞かせてくだ

さい。 

○議長（鈴川基次君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中村幸嗣君） お答えします。 

 まず、場所につきましては和田地内、また三尾地内それぞれの耕作遊休地になっておる

ところで、その中の６筆、約５千平米を上げております。その詳細ということにつきまし

ては、これと上乗せ交付金ということで、１０月末までの総合戦略の策定が条件というこ

とで、それに並行して１１月の当初、国のほうへこの申請を上げております。既に、これ

については、交付の決定を受けておるんですが、まずその当時の予算でございますが、機

械リース料が６０千円、機械改装費が２０千円、修繕費が２０千円、除草剤が５０千円、

オペレーターが２０千円ということで１２５千円を見込んでおりまして、当初の申請時は

８筆の申請ということで申請を上げております。借地料とかについては、特に算出には入

っておりません。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） これで３回目なんですけれど、なぜ今ここの細かい詳細聞かせて

くれというたかというと、結局、ここから先、ずっとこのひまわりをつくっていくとし

ましょう。これは宿根草ではなくて一年草なんで、ぱっと終わりですよね。毎年、結局

１，０００千円、これ投資していくとしたら、町長、実際問題、これ経常経費になるでし

ょう。後の話も、また同僚議員質問してくれると思いますけれども、防犯カメラのほうも

いろいろあるけれど、これひまわりが出たんでひまわり行っていますけれども、これずっ

と１，０００千円ずつ、線香花火のようにぽっとやって終わりですか。それとも、今言う

経費を必要とするなら、これだけのもんを維持しようとすると毎年１，０００千円、経常

経費として要ってくるんですよね。そこら辺はどうお考えなんか、お示しいただけたらと

思います。 

○議長（鈴川基次君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 田渕議員にお答えいたします。 

 先ほどと一緒なんですけれども、地方創生というような形に中で、地域の元気というよ
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うな形の中で今回取り組んでいく事業でございます。田渕議員おっしゃるとおり、じゃ１

年で次の年はどうなということでございますが、私自身は、経常経費の関係もございます。

ということの中で言えば、やはりこのひまわり畑ということの中で、１，０００千円とい

う形の上で投資もするわけでございます。やはり、実りのあるこの事業という形の中で取

り組むのが当然でございまして、ということで言えば、やはり多くの方に喜んでいただけ

る事業ということを勘案すれば、次年度、そして次というような形の中で多くの方に喜ん

でいただける、町内の人、町内外かかわらず喜んでいただけるそういった事業ということ

で、取り組んでいくべきではなかろうかなと、このように思います。 

○議長（鈴川基次君） ほかに質問。８番、谷口議員。 

○８番（谷口徹君） 関連なんですけれども、今の町長のご答弁で、毎年１，０００千円

使ってやる、１，０００千円なのか、来年は幾らになるかわかりませんけれども、やられ

るということなんですけれども、それであればなおのこと、やっぱり何人増えるんやとか、

そこをやっぱり言うてくださいよ。そこを言わんと、いや、毎年、皆さん、喜んでくれま

す、それは悲しみはしませんよ、ひまわり咲いているん見てね。悲しみはしませんけれど、

そんな情緒の話だけで終わっていたら、ほいでお前ら賛成せいと言われても、ちょっと首

かしげますよ。やっぱり、毎年やるんやという限りは、やっぱりほならここの部分だけで

も何人増えるんやとか、雇用がどんだけやとか、出生率がこれぐらい上がるんやとか、だ

から３年間は黙って見ておけとかいうぐらいの覚悟を示してくださいよ。それでなかった

ら、ほんな、いや、皆さんが和んでくれますからみたいな、そうか、で納得していたら、

全員、ほんま首になりますよ、我々。どうですか。 

○議長（鈴川基次君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中村幸嗣君） 町長に対してのということで、今質問されたんですけれ

ども、まずその谷口議員にこの美浜創生総合戦略の趣旨といいますか、今、今回もひまわ

り設置事業ということで、事業の申請をしているところなんですが、これにつきましては、

それぞれの目標に向かった一つの施策であって、向かっていくところの一つの手段である

ところでございます。それで、ほかにもいろいろな施策がありまして、これをしましたら

何人転入者が増えたりとか、具体的に何人雇用ができたりとかという直結したものでは、

そういった要素ではないということを、私のほうから、まずちょっとご説明させていただ

きたいと思います。ですので、このひまわりの事業につきましても一つの目標に向かった

中の一つの手段であるということで、ご理解賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ほかにございませんか。８番、谷口議員。 

○８番（谷口徹君） 今、課長、おっしゃられていたように、確かに僕もそう思うんです、

手段ですよね。ほんで、これだけではないというのもわかります。だから、ほなどこまで

やったらここまでになるというのは、ここに載っかっている、例えば魅力をつくるまちづ

くりで、転出超過人数２０人改善とするために、主な事業の煙樹ヶ浜におけるイベントの
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活性化やとか、こういうのを全てやったらこれがいけるんや、そのうちの１つが休耕地利

用によるひまわり畑の拡大ということやというお話なんですけれどね。それでも、ここに

掲げられている４つか５つのこの事業をやって、これだけになるんやとなったら、やっぱ

りこの２０人というそもそもの根拠ってやっぱりあると思うんですよ。４つが合わさって

初めて数字というのが出てくるんで、１つだけだったら何も数字出てきへんでということ

なんですか。やっぱり、その４つにはそれぞれの持っている何かこうあれがあって、これ

でないと例えばこのひまわりと地区対抗大会と開催を通じた普及活動とかいうのは２つ似

ているようなあれなんですけれども、煙樹ヶ浜キャンプ場の活性化なんかいうたら、ひま

わりと全然関係ないですやん。その全然関係ないやつがぽっと出てきて、合わさらなんだ

ら数字が出てきへんというのがよくわからないんです。いかがですか。 

○議長（鈴川基次君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中村幸嗣君） 谷口議員にお答えします。 

 そもそものこの算出について、今言われている転出超過人数の２０人改善ということで

掲げておりますが、そういった具体的な、実際、積み上げた数字というつくり方ではあり

ません。それぞれその目標に向かって各施策というのを、転入者数であったり、キャンプ

場の来場者数であったり、その中にあるひまわり畑の面積であったり、観光スポット整備、

またフェイスブックページの閲覧数とか、そういったことをそれぞれの手段として実施し

ていく上で、総合戦略面の趣旨にある人口減少対策をしていくという、そういう総合戦略

の趣旨というのはそういうつくり方であるということで、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 関連してします。 

 結局、１，０００千円を毎年続けていくという話になりますけれども、先ほど話ですけ

れども、町長が松の話しされておりましたけれど、結局花がこれハナムギか何かに町の花

にしていたら、これもうほんまに昭和の初期からずっと美浜町で根づいた花として栽培し

ているもんで、これに１，０００千円投じたらいろんな可能性も、バリエーション広げて

くるのに、ひまわりという話になったばっかりにこうなってくるんでしょうけれども、そ

れは置いといて、理解してもらうために説明したわけで。ひまわりをこうしてつくってい

るんだったら、もっとほかになかったんかなって、多分、ほかの方も思うんです。ひまわ

りをこっからずっと、経常経費で１，０００千円ずつ投資していくとしたら、私、賛成し

かねます。それで、課長、ちょっと、もう１０，０００千円もらってしまったんで、この

契約は今さら変更できるんですか、できないんですか。まず、それをお聞かせください。 

○議長（鈴川基次君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中村幸嗣君） これについては、今年度の補正予算ということでもあり

ますし、今年度末までの事業ということでもあります。この内容につきましては、既に採

択されているということから、この計画の変更というのはあり得ないと思います。 
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 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） あり得ない予算で、こういうもん、多分、北村議員が一番最初質

問されたけれど、さっきちょっと休憩時間に言うたら、みんな、このことについて、ひま

わりだけではないんですよ、このふるさと創生１０，０００千円ということについては、

皆、注目してあって、誰か手挙げなんだら挙げるつもりだったんでしょうといったら、皆、

そうですと言うて、それぐらいやっぱり興味持ってあるんです。ということは、課長は、

計画として、向こう通って１０，０００千円、それは、委員会でも言いましたけれども、

全員協議会でも言いましたけれども、１０，０００千円、誰も欲しいですよ。でも、ここ

で、課長、そんなに苦労されるような、１０，０００千円もらうのに苦労されるなら、今

変更できひん１０，０００千円、課長がこの時期にもらう、早うして１０，０００千円余

分にもらおうと思ったんですか。それとも、町長命令なんですか。１０，０００千円、誰

でも欲しいですよ、あれば。でも、計画の、本当にこうみんなが納得できんもんのために

１０，０００千円つくって、もう抜き差しならん状態で補正出して、課長、苦労する。課

長、そこら辺、どう考えていたんですか。そこら辺、聞かせてください。１０，０００千

円早くもらおうと言うたんは、課長、あなたなんですか。 

○議長（鈴川基次君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中村幸嗣君） このまち・ひと・しごとに係る総合戦略の策定について

は、今年度がいわゆるその総合戦略元年ということで、全国一斉にこの総合戦略の策定に

かかっておりました。それで、また４月に入りまして、この上乗せ交付金の話が国から提

示されたものでございます。私ども、もちろん、全国初めての取り組みでもありますので、

手探りの中で試行錯誤しながら、まずはこの策定に向けて、この上乗せ交付金に向けて提

案された中で、どう取り組んでいこうかということを考え、また庁内の中でも話し合いま

した。まずは和歌山県が先に総合戦略を策定しまして、上乗せ交付金については各自治体

の皆さん、県知事の話もありましたとおり、前向きに進めていきましょうという声かけも

ありました。それで、目の前のニンジンではないんですけれども、こういった制度がある

以上、無理のないように策定した上で、もし策定でき得る見通しがあるならば、こういっ

た事業も先立てて、総合戦略の内容に先立てて確保していこうではないかという考えのも

とで、この上乗せ交付金を申請させていただいた次第でございます。その内容につきまし

ては、ちょっと皆さんの質問、いろいろされましたけれども、まずは何を置いてもこの総

合戦略の目標のほうに沿った内容とさせていただいてございます。そういった手法で、総

合戦略、人口対策に直接直結するものではないにしても、ひとまず美浜町の魅力、こうい

った美浜ひまわりやったり、ほかの防災カメラ、デジタル無線については防災対策という

ことで町の重要な事業であると、私も考えておりまして、私、その担当課長でもあります。

そういったことから、この上乗せ交付金についてはスケジュール的にも間に合うめどが立

ったために交付申請させていただいた次第であります。 
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 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） ならば、課長、前の防災企画課長の地震の長期計画やないですけ

れども、何も発表せんと突然こういうもんがあるという形で出してくるんじゃなしに、課

長は、今までこの創生の場合は何回か全員協議会で説明してくださったでしょう。ならば、

そこまでこの１０，０００千円いただけるんやと、どうして事前に議会でこの３つでこの

ことはいきたいんやということを全員協議会か何か開いて、説明してくれないんですか。

そこで説明して、とことん議会の承認というもんを得るための努力というんか、そこら辺

の根回しというんか、我々も納得させてもらった上で、ここ、今日は出てくるんだったら

何も問題ないんですよ。でも、いきなりここでこう出てきて、これが１０，０００千円と

いうことでの予算ということで出てきたら、誰でも疑問に思う、これ常識でしょう。これ、

このまま出したら絶対こういう、皆、疑問に思うやろうなという予測が立たんとしたら、

それ問題ですよ。どうして、その全員協議会なり何なり開いて、議会の事前審議せいとい

うんじゃないんですよ。計画というものをお話ししてくれなかったんですか、詳細に。

ほいで、何度聞いてもこのひまわりについては、納得しかねます。ましてや、これから

１，０００千円ずつ毎年続けていくんか、本当に美浜町のいわゆるアウトカムで、本当に

住民の皆さん、ましてやその先にあるような住民が喜ぶだけじゃなしに、移住してきてく

れる、そういうところまで、コンサルもそんなんを想像できるようなコンサルに頼んだん

ですね、また。普通だったら、絶対、コンサルも首かしげると思うんです。 

 そこで、次の防犯カメラと何ですけれども、この防犯カメラ、４カ所言いましたけれど

も、防犯でこの４カ所を選定した理由というのをお教えください。 

○議長（鈴川基次君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中村幸嗣君） まず、最初の田渕議員の質問の前半にありました何で全

員協議会で説明しないのかということにつきましては、まずはこういった話ができるんか

どうかあれなんですけれども、そういった、私自身、知恵がありませんでした。それで、

上乗せ交付金につきましては、この地方創生総合戦略、人口ビジョンの説明をさせていた

だく際に、この上乗せ交付金についてもこういった制度がありますって、それ今現在私た

ちはまずは総合戦略を策定して、その上乗せ交付金を獲得するがために、１０月末までの

策定を目指しておりますという話もさせていただいたかと思います。こういった事前に皆

さんへのこと、上乗せ交付金だけに関する説明ということについては、私、全く思いつか

なかったことでもありました。経験年数というのは言いわけにはならないと思うんですけ

れども、正直なところ、そういった事情がということから、今回の経過になった次第であ

ります。 

 それで、次の防災カメラの設置、選定理由でありますが、今現在、台風時期、大雨時期

に海岸の越波であったり、河川の増水であったりして冠水する状態があります。そういっ

た状態がありまして、今現状では担当の職員が現地に直接出向いて、現場を把握、目視確
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認しているところでありますが、こういったカメラを操作することによって直接出向く労

力を省けるということで、和田集落排水処理場につきましては農免の冠水状況、また三尾

地区のカメラについては三尾漁港の波浪状況、それで入山東裏地区については東裏の冠水、

またその増水状況、あともう一カ所の入山公民館につきましてはよく浸かる入山周囲線の

冠水状況、また西川の増水状況を確認するがための場所の選定であります。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ほかにありませんか。８番、谷口議員。 

○８番（谷口徹君） 関連です。 

 何度聞いても聞いてもなかなか納得できないんですけれども、町長、これ課長はいろい

ろ内容の説明はしてくださるんですけれども、やっぱりこの目標雇用者数５０人とある、

５年間で、掲げる限りはやっぱりこれとこれでは何人やぐらいのがなかったら、僕、いき

なり５０人って出てくるんですか、何かどっと集まって。それ、絶対おかしいと思うんで

すよ。僕だけかな、そんなこと思うん。やっぱり、そういう、思いというんか、ほいであ

かなんだらあかなんだで、そしたらこの内容が間違っていたということになってきますや

ん、５０人、ああ、結果増えなんだなとなったら。ほんだら、また見直しされるわけでし

ょう。この町を衰退させたくないんでしょう。そのために、こんなことをわざわざつくっ

たんではないんですか。だったら、やっぱり、おまえ、そう言うけれども、反対するけれ

ども、わしは５０人集めるのに、こんなことやるんやと。この事業には絶対に２０人は確

保するんやというぐらいの思い、出してくださいよ、衰退させたくないと思うんだったら。

そんな心意気も何にもなしで、いや、これはただひまわりをこう植えるだけで何もないで

すとか、そんなんでほんまに達成できますか、この目標、そんな甘っちょろいこと言うて

て。それは、やっぱり町長が示すべきですよ、課長じゃなしに。それ、示せへんのだった

ら、今度、課長が町長になったらどうですか、ぼんぼこ答えてくれるんですから、逆に。

どうですか、町長。 

○議長（鈴川基次君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 谷口議員、ご存じのとおりだと思うんですけれども、説明員とい

うような形の中で担当課長ということで、こちらのほうに寄せていただいているような状

況でございます。そういった細部につきましたらば、こういった形でご答弁させていただ

いてございます。 

 それと、今、谷口議員がおっしゃる雇用ということでございますが、こういった前段で

私自身も先ほどご答弁させていただきましたが、ひまわり畑イコール雇用というような形

は思っていないと。ただ、それが弱気とか、そういった形ではなくて、ただいろんな形で

総合的に、私は、考えるべきだなと思うんです。というのは、例えばひまわり畑というこ

とで、先ほどからいろんな形で議論がなされてございます。ひまわり畑ということで言え

ば、先ほど言ったとおり、町の花ということでございますが、なかなかもう二十数年たっ

ているかと思うんですけれども、認知度はありますけれども、なかなか広まっていないよ
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うな状況でございます。改めて、この地方創生の中で、総合戦略ということで交付金事業

がいただく中で改めて、これは、緒についたというような形で現在は取り組んでいきたい

なと思っているような次第でございまして、田渕議員のときも、私、ご答弁させていただ

きましたが、単年じゃなくて継続的にやっていきたいんだよと、私は、ご答弁をさせてい

ただいております。ただ、その中で、谷口議員、ずっと経常経費ということでございます

が、ただその中身的にもしもですよ、これについたらば少しおかしいのではなかろうかな

ということがございましたらば、そこでは、私自身、見直しは大事ではなかろうかなと、

このようには認識してございます。ひまわり畑、そして後でございますが、松林の利用、

そういったいろんな形を総合的にしながら雇用の増ということを目指していきたいなと、

このように思ってございます。谷口議員がおっしゃるとおり、町のほうでは一生懸命取り

組んできてございますし、この総合戦略に乗りまして、今後とも取り組んでまいりたいな

と、このように思います。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ５番、龍神議員。 

○５番（龍神初美君） 私は、課長のほうからいろいろ説明を受けたときに、ひまわり畑

のことで、ただひまわり畑を見せるためじゃなくて、何か利益になるようなことでなかっ

たら、ひまわり畑の戦略としてはということをちょっと言わせていただいたことは、多分、

課長、覚えていると思うんで、そのときにやっぱりちょっと気付いていただきたかったな

というのはあります。 

 それと、ひまわり畑、ただ見るだけじゃなくて、私、ひまわり畑をいっそするのなら、

その農家の人にひまわり畑をつくってもらって、それを生産してもらって、隣の御坊市み

たいに、カスミソウとか、何か昔からスイートピーとか、いろいろこう日本一とかいろい

ろありましたが、そういうふうな展開へ進んでいって、美浜町は何か最近ひまわりを物す

ごく生産し出してひまわりで物すごく増えてきて、それで農家の人頑張っているらしいで

みたいな、そんなんでひまわりというたら、結構、美浜町上がってきているなみたいな、

そういうようなことのほうへ力を入れるんだったら、私は賛成しますけれども、やっぱり

女性は花より団子ですので、結果やっぱり生活を考えればお金というのに物すごく、やっ

ぱり、私、そっちのほうに行くんです。だから、そういうふうな、見てきれいというより

も梅のみなべのように、生産している畑を梅畑として観光資源にするとか、そういうのだ

ったら、私、物すごくいいなと思うんですけれども、その辺はどのようにお考え、そのよ

うなお考えはございませんか。町長にお伺いします。 

○議長（鈴川基次君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 龍神議員にお答えいたします。 

 おっしゃるとおり、ただ見るだけではなくて、それこそ先般の議会でも、私、ご答弁を

させていただきました。自ら行動するというか、ウェルネスというか、そういった形も大

事かなと思います。おっしゃるとおり、御坊の町ということで言えば、随分と花の生産地
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も多いというような形で、私自身も認識はしてございます。じゃ、美浜町で花というたら、

なかなか生産量も上がっていないような状況だと、私も思います。じゃ、このひまわりが、

即座に、農家の方々がそのひまわりを生産していただいて、そして市場とか、そういった

形で販売というか、出荷していただくかどうかわからないですけれども、ただひまわり迷

路だけではなくて、あと、ここで感じるのでございましたらば、あとやり方としたら油を

とったりとか、そういうのもあろうかと思うんですけれども、なかなかそこまで、私、こ

こでご答弁はしかねるんですけれども、花より団子というような形でお話もあったかと思

うんですけれども、花の販売とか、その辺も一つの方法だと思うんですけれども、その辺

はまた改めて検討していきたいなと、このように思います。 

○議長（鈴川基次君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 今、龍神議員の質問に関連して質問させてもらいます。 

 課長のお話を聞かせてもうたら、もう許可もとったし、動かんねと、これはもう動かし

ようないんやと。ほいで、ならば、例えば、町長、先ほどの繰り返しはもう言うつもりは

ありませんけれど、龍神議員がこう町の花を梅にしたったら、みなべだったらすごく楽で

しょう。理由、根拠のないものをして、これ町づくりのときに根拠のないものを持って来

るということは非常にしんどいというのを、まず一つ覚えておかないかん。これは、町長

の責任やないですから、ひまわり置いたって。ほんで、今、最終的な質問というのは、こ

の１，０００千で、ひまわり畑をつくっても動かしがたいんなら何か考えるというような

ところ、そこら辺、一工夫、二工夫していただきたいなというのが質問なんですけれども。

例えば、松堆肥あるでしょう。松堆肥というのは、私もつくらせてもらっていますけれど

も、確実に１ケース当たり１００円はよく買ってくれているんです。平均にしたら、５％

ぐらいの単価は上がっていると思います。農家は余り言いませんか、口にしませんけれど

も、結局、きちんとその利益を生んでいるんです。ひまわりというのは、このままつくっ

ていっても、多分、町長は谷口議員の質問にもいろんなこう複合されたものとして、その

成果が上がってくることを期待するということを言っています。多分、無理です。ならば、

ピンチはチャンスでもあると思うんで、この１，０００千円を、ここから先、そのひまわ

り畑１，０００千円、これから経常経費でつぎ込んでいくんなら、こういうことを考えま

すというようなそこら辺の方針というようなもの、きちんと出してくれなんだら、今の

ままで１，０００千円そこでつぎ込んでひまわり畑にします、また来年からもします、

１，０００千円ずつ、私は、賛成しかねます。途中であかなんだらやめますって、そんな

甘いこと言うんやったら、賛成しかねます。それから、一つ心得ておいてほしいの、ひま

わりというのは、オンシツコナジラミという害虫がすごく好きなんです。だから、ひまわ

りを温室の端へ、ハウスの端へ植えておいて、そこへオンシツコナジラミがついたら消毒

しようかという目安につくっている人もあるんです。このオンシツコナジラミというのは、

ただの昔ははびこるだけの害虫で、こう樹液を吸うだけだったんですけれども、最近、大

班緑化症というバイラスを持ち出したんです。だから、農家のハウスの端にしてみたら、
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これ非常に植えてほしくない町の花なんですよ。そこら辺もちゃんと覚えておいてもらわ

なんだら、ただ町の花、町の花で浮かれてつくっていたら。そして、この大班緑化症やな

いですけれども、これは、ほかの家庭菜園にもはびこりますよ。昔は、なかったんです、

バイラスは持ってなかったんです。今は、持っているんです。ここら辺も、ちゃんとわか

っておいてもらわなんだら困りますよ。ちょっと、今のそのこの１，０００千円がどうし

てもこのまま変更できんというなら、これからここら辺もただ田んぼへ植えるだけじゃな

しに、今後、こう考えていきますというようなこと、ちょっと少し考えていただけません

か。 

○議長（鈴川基次君） １０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） １０番です。 

 田渕議員言われたように、ほんまにこれすることによってどういうふうな効果があるん

かということを、ぜひ、将来開いていただきたいという。例えば、兵庫県南光町、このひ

まわり園で非常に成功した町づくり、もう今は合併してありませんけれども、そういうと

ころとか、例えば世界で言いますと、ロシアなんかには物すごいひまわり畑があって、そ

れを、種を、先ほど、町長、油とか言われましたが、食料とか、いろんな面に利用してい

ると聞いております。それから、龍神議員が言われたように、例えばそれを使ってクッキ

ーをつくるとか、農業の六次化ということがよく言われますが、そういうふうな見通しを

立てたら、今、とにかく今年１０，０００千円おりてきたから１，０００千円使わなあか

んねというような形ではなしに、将来のこと十分に考えて出していただけたらということ

を、田渕議員と同じ趣旨ですので、お願いします。 

○議長（鈴川基次君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中村幸嗣君） お答えします。 

 それで、ひまわり畑設置事業、こういった事業名を掲げまして総合戦略の中にあるこの

ひまわり畑の面積ということで目標がある上で、こういった事業を掲げましたんで、松関

連に今転換できないかということでございますが、私自身、ああ、すみません、ちょっと

取り違えがございます。 

 有効活用については、直接、国とのまず事業採択に当たりまして、何回かやりとりとい

うのがあった上で、ようやくその採択をされたことでもあります。その採択要件というの

は、基本的にはこの総合戦略に沿った内容であるのかというようなことが大きなポイント

でありました。松関連の開発というのは、直接的な私から国に対しての説明材料では実際

ありません。それで、今後、ひまわり畑を増やしていく上で、副産物的な効果としてそう

いったことの可能性はあろうかと思います。そういったことから、全く可能性はないとい

うこと、可能性はあるということで、ただ本来の趣旨の内容にはないということを、私か

ら、そういう内容で説明させていただきます。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ９番、田渕議員。 
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○９番（田渕勝平君） 気持ちも感謝します。町長も、いきなり言われたら困ると思うん

で。 

 あとこの、ならばひまわりはひまわりで１０，０００千円のうちの１，０００千円です。

あとの９，０００千円です。先ほど、確かに防災としてこことここが困っている、だから

ここ宣伝したんだという話があります。もう少し、このデジタル無線と防犯防災カメラ、

いわゆるこれは将来、１０年に一回でもじけてたら、たまたったもんやないけれども、

９，０００千円要るとして、１０年で言うたら９００千円経常経費が増えるわけですから。

だから、この投資をすることによって、職員の方がどんだけ助かるんや、住民の人がどん

だけ助かるんや、今、何がない、これがないんで、どういうところでどんなふうに困って

いるんかということを、この防災カメラと無線のほうの説明、お願いします。 

○議長（鈴川基次君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中村幸嗣君） まず、防災防犯カメラ整備工事でございますが、まず経

常経費というのは、これについては設置費用でありまして、カメラ費用につきましても、

また無線機の費用につきましても購入費用でございますので、今後、毎年９，０００千円

ずつ要るということでは決してございません。それで、このカメラにつきましては、現在、

このカメラをつけて、遠隔、イメージとしては、今現在、松原浄化センターでカメラを２

台設置しているんですけれども、それは、パソコン上で煙樹海岸の状況であるとか、また

日高川の河口状況であるのをパソコン上で確認しております。そういうようなイメージを

持っていただいて、各町内各４カ所カメラを設置することで、本来、直接職員が出向いて

確認していたところを、パソコン上で管理できるということの利点があるんで、こういっ

たカメラの設置というのをさせていただきました。 

 また、デジタル無線機につきましては、平成２４年度から広域消防のほうがデジタル化

した関係で、今現在、車載しているアナログの無線機が使えない状態であるんです。そう

いった事情もありまして、ちょうどこの機会というんですか、上乗せ交付金とこのうちで

目標で掲げているところの未来を守る町づくりの趣旨に合致しているという考えから、現

在使えなくなっているトランシーバーを、新たにデジタル無線を購入しまして、そういっ

た災害時においての初期対応の短縮を図るというのを目的として、またそれを防災力の向

上というのをホームページのほうでＰＲすることによって、定住者を増やしていくことに

繋げていく考えであります。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） デジタル無線のほうは、私も、一部事務組合、広域のほうへ行か

せてもらっているんで、これはよく理解しておるつもりです。それで、また、課長、私も、

９，０００千円って、毎年９，０００千円要ると言っているつもりはないんですよ。１０

年に一回買い替えないかんとしたら、１年間で割ったら９００千円ですよ。１０年でもじ

けてたら困りますけれどもって言って、丸々９，０００千円が経常経費で上乗せするとは、
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私も、理解はしておりません。このデジタル無線のほうはいいです。 

 ならば、このあとの５，０００千円の何、今、ライブカメラとか何とかで簡単なもんで

も結構優秀なんで、５，０００千円かけてというのは、そんなにメリットのあることなん

ですか。職員って、今までこれがわからなかったからって、どんだけ困っていたんですか。

１年の間に毎日毎日見る必要は当然ないと思いますけれども、必要になるのは１年の間に

１０回以内ぐらいだと思います。その課長の言われる、どうしてもこれにつぎ込まないか

んという必要性というものが、ちょっと理解できん。ぜいたくな使い方になりゃせんかな

と。４カ所で５，０００千円、結構いい値ですよね。ならば、以前提案したように、近隣

住民の、最近スマホでここがこうなっていますよという一つのシステム組んだほうが、も

っとたくさんの情報がここへ集まってくるという、一般の人とか、職員とかも含めて、

その自由に、ちょっと忘れましたけれども、そういうソフトもあるでしょう。それのほ

うが、もしかしたらもっと多くの情報が集まってくる可能性もあるんです。だから、こ

の５，０００千円かけて４カ所へカメラ設置したら、職員の方が一体どんだけ楽になる、

住民の方が一体どんだけ助かるんか。そこら辺、使っている状況を確認できるだけだった

ら、住民、一般質問でも、私もさせてもらいましたけれども、道高う上げて浸からんよう

にするほうが優先的ですよね。カメラ、別に置かんでも、ああ、道浸かったな、それから

先、何あるんかわからんようなことで、それで５，０００千円使う、その必要性というも

ん、もう少しくどいようですけれども、ご説明、お願いします。 

○議長（鈴川基次君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（中村幸嗣君） お答えします。 

 まず、この上乗せ交付金の本来の趣旨でありますが、この美浜総合戦略にまず沿った内

容ということが第一前提であります。それで、職員がどんだけ助かるのか、楽になるのか

という内容につきましては、具体的な数字ははっきり言ってつかめておりませんというか、

つかみにくいと自分自身は思っております。それで、住民さんにおきましては、そのメリ

ットというのは、職員が出向いて初めて確認できる災害を、そのカメラからで監視できる

状況をつくれば、その初期対応というのが少しでも短く対応できるという考えを持ってご

ざいます。そういったことが住民さんに対する利点といいますか、今言われた住民さんの

利点に対しては、初期対応が短縮できるということでございます。 

 あと、何かありましたか。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ほかにありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（鈴川基次君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。ほかにあったら、ほかにその他であれば言ってください。９

番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 立て続けに質問するの悪いと思ったんで譲っていたんですけれど
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も、ごめんなさい。 

 １２ページに、民生費県補助金というのもありますよね。この中で、説明ではこの一本

化、子ども・子育て支援交付金というものに一本化したという話でありました。ところ

が、ここで減額というんか、マイナスになっております。要するに、放課後の児童はこ

れ含めてこうなったんか、ちょっとそこまだわからないんですけれども、トータルした

ら８，３００千円ほど減額になるわけですね。これ、一本化した一本化したというけれど

も、一本化したら名前変わって同額があってもいいと思うんが普通に考えるんですけれど

も、どういう方法でこの一本化されて８，３００何千円も減額になったんですか。ちょっ

と、ここのところ、説明していただきたいと思います。 

○議長（鈴川基次君） 教育課長。 

○教育課長（西端成太郎君） 田渕議員にお答えいたします。 

 補助金の減額ということについてなんですが、国のほうの補助金で、これプラスに三百

云万円になっているかと思いますが、これ放課後健全育成事業の補助金が従来は国の分も

県の分もまとめてここからまず出ていた、それが国と県に分かれて出ることになった。ま

ず、それが一つあります。 

 それから、ほかですけれども、子ども・子育て支援交付金、今、一括されているんです

が、ここに１２ページにあります延長保育促進事業の３，２６０千円のこの減というのが

ありますが、これここでの「補助」が出なくなったということは、つまりは「出」も出な

いということなので、だからこの分は相殺されていくのかなという、そういう感じになっ

ております。それで、トータルといたしましては、子ども・子育て支援交付金の分につい

てはプラス・マイナスがほぼゼロになってくるというか、そういう計算になってきます。 

 以上でございます。 

○議長（鈴川基次君） 今の関連ですか。９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） ちょっと、課長がきちんと説明してくれんと、私が理解力ないん

で、わからないんだと思いますけれども、要するに児童福祉というもんについて、ここに

仮に８，３８０千円があっても、国のほうの手厚さというんか、予算的な手厚さは変わら

へんと、我々は認識してよいわけですか。 

○議長（鈴川基次君） 教育課長。 

○教育課長（西端成太郎君） トータルいたしましては、ほぼ変わらないということにな

っております。 

○議長（鈴川基次君） １０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） １０番です。 

 先ほど、総務政策課長のご説明の中に、給料と職員手当、これが勤評による値上げとい

うたらええんかな、というご説明がありましたが、これはだから勤評ですから、全員が上

がっているわけではありませんね。人勧が出て、人勧で全員の給料が上がることになって

いるかと思うんですが、それは、いつ、今までこういうふうに勤評のほうにというのが、
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なかなか私は記憶がないんですけれども、その人勧の昇給というか、給料アップというの

は、一体どうなるんかということをお伺いします。 

○議長（鈴川基次君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） お答えいたします。 

 今年度の人勧なんですけれども、今、中西議員おっしゃったように、この１２月の時期

に人勧が出ていながら補正予算を上げなかったというのは、私も、ちょっと記憶がありま

せん。というのは、国のほうで８月に一応人事院勧告は出ているんですけれども、国会の

臨時国会が開かれなかったということで、国家公務員の給与の改正の法律が年明けの通常

国会、１月４日召集予定というふうに聞いていますが、そこで初めて国家公務員の給与法

の改正が審議されると。それで、基本、人事院を持たないこういう市町村については、県

の人事委員会であったり、国の動向を見ながらということで言われておりまして、特に今

年度こういう形になって臨時国会が開かれずに人事院勧告がまだ法律化されていない状態

では、それに先駆けて市町村で先にそれをやってはだめですよという、はっきりした通知

が来ています。それで、今考えているのは、年明け早々国の通常国会が開かれて、そこで

国家公務員の給与法が改正されるタイミングを見ながら、町としても例えば臨時議会をお

願いするとかというような形で、職員の給与条例の改正とこの人勧に伴う補正予算という

のをどこかで上げなくては、当然、今年の４月に遡って給付というような形になりますの

で、今考えているのは、来年の３月議会に上げるのでは少し給料のほうの差額分を支払う

事務手順的には間に合わんようになるかなというのを、今、中で話しているところなんで、

それによっては、少し前段階、国の法律が通った時点で臨時議会をお願いして、そこで人

勧に伴う補正予算をまた上げさせていただくということを、現時点では考えております。

ですので、今回初めてこの勤評に係る分だけ補正予算に上げさせていただいたと、１月昇

給、定期昇給の分にかかってきますので、今回はその分だけを予算化させていただいたと

いう形になってございます。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） しばらく休憩します。 

 再開は午後１時３０分からとします。 

午前十一時五十八分休憩 

   ―――・――― 

午後一時三〇分再開 

○議長（鈴川基次君） 再開します。 

 午前中に引き続き、議案第５号について質疑を行います。９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 午前中の中西議員の質問に関連して質問させていただきます。 

 以前、この議場の中でも指摘させてもらったように、これページ数書いていないんです

けれども、添付資料の中に昇給という、アイウエのエに昇給という部分ございます。 

 それで、うちとこの町には勤務評定してから、この昇給というのに繋がるんですけれど
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も、過去にちょっとその勤務評定のほうが、評価の仕方がややこしかったんで、妙に主幹

のほうが課長よりも給料がええというような、そんな現象が起こっておりました。 

 日高町のように、もう課長になったら６級と決めてやっているんだったら、これ話はそ

ういうことないんでしょうけれども、そういうことで、給料の逆転現象というか、そうい

うものが起こっておりました。 

 それで、その当時、指摘もさせてもらい、またその是正というものに努力するという回

答はいただいておったつもりでございます。何分、給料というものは、職員の士気にもか

かわることでございます。そこら辺、理屈はわかっているつもりです。課長が各課員の勤

務評定をする。それで、最終的には、課長、総務政策課長、教育長、そこら辺が副町長お

られませんで、そこら辺が寄って全体的なバランスをとる。全体的なバランスをとる部分

で不手際があったんで、そういう逆転現象が起きてきてというあれです。それを、町長は、

その中で、今、即１年というわけにはいきませんけれども解消していきますと、そうおっ

しゃってくださいました。余り突っ込んで、誰がどうというわけにもいきませんので、包

括して質問しますけれども、その逆転現象にする配慮というのはできた。もう、今これで

不満はないよという表現はいいんかどうかわかりませんけれども、そういう心配はしなく

てもいいですよというような形になったんかどうか、そこら辺について、ちょっとご答弁

願いたいと思います。 

○議長（鈴川基次君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 田渕議員にお答えいたします。 

 勤務評定ということのご質問であったかと思います。 

 おっしゃるとおり、逆転現象というのが、現実、起こってもおりました。できるだけ、

今後もそうなんですけれども、配慮というような形の中で取り組みたいなと、こう思って

おるんですけれども、やはり年齢の中で上がり幅の違い、そして年齢によっては、なかな

か上がらないというケースもございますので、そういった形の中で逆転現象というのは、

ある程度は仕方ないというか、可能性はあろうかと思うんですけれども、その辺につきま

してもできるだけ配慮をして、今後とも一定やってまいりたいなと、このように思ってご

ざいます。 

○議長（鈴川基次君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 私、決して年功序列にしなさいって求めているわけではないんで

すよ。きちんとした根拠があれば、それでいいと思います。 

 それで、いろんな何で、年が上でどうやこうやというような話は、私も、理解しておる

つもりでございます。そのことについて、こういう、この場では話す性格のものではない

と思います。でも、それとは別に、結局、同じ課長でも極端に差が開くとかというような、

口ではちょっと表現のしにくいあたり、以心伝心でご理解賜りたいと思うので、そういう

不平不満が起きるような現象というのは、過去にお話しさせてもらったような話は解消、

配慮してくれているんでしょうね。今の町長の答弁聞いたら、いや、まだ十分配慮、解消
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はできていないんやというような答弁に聞こえてまいりますけれども、今後、そういうこ

とのないように、そこら辺はいわゆる上層部のほうできちんと調整していただけるように、

今後も努力していただきたいということを、きちんと指摘させてもらいたいと思います。 

○議長（鈴川基次君） ８番、谷口議員。 

○８番（谷口徹君） ちょっと、先ほどの田渕議員の質問で、ちょっとまた蒸し返すよう

で申しわけないんですけれども、１２ページの子ども子育て支援交付金になることによっ

て減ったんじゃないんかなって、僕も、最初、予算書を見て、あれ思いっ切り減らされて

いるんやなというふうに感じていて、聞こうかなと思うたら、先に田渕議員が聞かれてい

たんで、それで課長のご答弁が減っていないということなんですけれども、トータルとし

て。本当に、減っていないんですか、これ。何か、僕、どうもやっぱり減っているん違う

かなというふうに感じるんですけれども、もう一度、ちょっと減っていないんやというき

ちっとした説明、できたらお願いしたいんですけれども。 

○議長（鈴川基次君） 教育課長。 

○教育課長（西端成太郎君） 谷口議員にお答えをいたします。 

 この１２ページの８，０００千円減っている件なんですけれども、その中の一番上に放

課後児童健全育成事業のマイナス７，８５０千円というのがあると思うんですが、これ、

従来、国からもうてる分も、県からもうてる分も、ここから出ていた。それが、今回、も

う国の分は国のほうから出ているので、国のほうで三百八十幾ら増えていたと思いますが、

それが主なその影響です。 

 だから、これは国のほうに半分移った。だから、４，０００千円近くはそこからという

ことです。それで、もう一個は、この中に延長保育促進事業というのが、上から４番目で

マイナス３２６ってありますが、これは、ここで補助金を受けないということ、つまりは

歳出で出ていくこともない、だからそれでもう相殺されるという、もらわないんやけれど

も出ていく分も減っているから、この分相殺されます。それで、ほぼこれで８，０００千

円ぐらいが相殺という、そういう話になります。 

 以上でございます。 

○議長（鈴川基次君） ほかにありませんか。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（鈴川基次君） これから採決します。 

 この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（鈴川基次君） 挙手多数です。したがって、議案第５号 平成２７年度美浜町一

般会計補正予算（第５号）については原案のとおり可決されました。 

 日程第６ 議案第６号 平成２７年度美浜町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
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についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 議案第６号 平成２７年度美浜町国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）について細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１０１千円を追加し、補正後の歳

入歳出予算の総額を１２億７２，８３５千円とするものでございます。 

 歳入からご説明いたします。 

 ６ページ、国民健康保険税についてでございますが、保険基盤安定負担金の額が確定

し、一般会計からの繰り入れが増額いたしますので、これに伴い国民健康保険税の予算

を２３，９９９千円減額するものでございます。 

 この内訳は、一般被保険者国民健康保険税で２０，４５８千円、退職被保険者等国民健

康保険税で３，５４１千円の減額でございます。下段の財産収入、利子及び配当金１千円

の追加は、美浜町国民健康保険基金の利息の追加が見込まれるためでございます。 

 ８ページ、繰入金、一般会計繰入金は、保険基盤安定負担金の確定分でございまして、

内訳は保険税軽減分８，１８６千円、保険者支援分は１５、８１３千円のそれぞれの追加、

事務費繰入金の１００千円の増額は職員の人件費の追加に伴うものでございます。 

 次に、歳出についてご説明申し上げます。 

 １０ページ、総務費の一般管理費は、１００千円の増額で、内訳としては超過勤務手当

の追加でございます。 

 基金積立金、積立金１千円につきましては、基金の利息分の増額が見込まれるため、積

立金を追加するものでございます。 

 以上、まことに簡単ではございますが、細部説明を終わらせていただきます。よろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（鈴川基次君） これから質疑を行います。８番、谷口議員。 

○８番（谷口徹君） ７ページの医療給付費分現年課税分というの、これは、国保に加入

していらっしゃる方々からいただくお金の分ということだろうと思うんですけれども、こ

れを今回減らすと。減らす理由というのが、保険基盤安定繰入金か、何かそういうのが金

額確定して、それでこれだけもう要らんようになったので減らすということだと、僕は理

解しているんですけれども、私も議員にならせていただいて、国民健康保険、随分お金が

ない、お金がないというふうに騒いでいらっしゃる姿を見聞きしているんですけれども、

こういうの、システム上、仕方ないのかどうかわかりませんが、お金がない、お金がない

といつも騒いでいらっしゃるんですから、こういうのはこういうので、やっぱりきちっと

いただいておいたらどうかなと思うんですよ。それで、余った分はそのまま貯金するとか

いうふうな手法というのはとれないものなんですかね。 

○議長（鈴川基次君） 税務課長。 

○税務課長（谷輪亮文君） これ、歳入のほうで、一般会計のほうで国費と県費で基盤安



平成２７年美浜町議会第４回定例会（第４日） 

 

 

 
126 

定負担金が入ってくるわけなんです。それを国保会計で使えるように繰り出し組むんです

けれども、そのときに、今回、今年につきましては給付のほう順調に予算どおり進んでお

りますので、とりあえず税のほうで減額させていただきましたということでございます。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ８番、谷口議員。 

○８番（谷口徹君） そういうことだというのは、僕も、多分理解はしていたんですけれ

ども、それはそれでわかった上で、僕は、あえて提案といいますか、要は金ない、金ない

と、よく言っているわけですから、国保の特別会計は。そやから、当初これだけ、幾らで

すか、２億３６，４６７千円いただくんやということで言っているわけですから、よそか

らお金が来るから、ほんならこれだけ分、要らんよというんじゃなしに、これはこれでや

っぱりきちっといただいて、それで、ほな、よそからこれだけ来たよ、ほな余ったな、そ

れじゃ貯金しようかというふうな形にするほうが、僕は、いいんじゃないんかなと思うん

ですけれども、もう一度お願いします。 

○議長（鈴川基次君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（野田佳秀君） はい、お答えします。 

 平成２７年度の決算見込みで余るようでしたら、当初予算でお認めいただいています法

定外繰入２０，０００千円しているんですけれども、その分の減額を行いたいと思ってご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。ありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（鈴川基次君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（鈴川基次君） 挙手多数です。したがって、議案第６号 平成２７年度美浜町国

民健康保険特別会計補正予算（第３号）については原案のとおり可決されました。 

 日程第７ 議案第７号 平成２７年度美浜町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 議案第７号 平成２７年度美浜町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第３号）について細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算総額にそれぞれ７１４千円を追加し、補正後の歳入

歳出予算総額をそれぞれ１億９１，２５６千円とするものでございます。 

 まず、３ページの債務負担行為の変更でございますが、一般会計の補正のところでもご
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説明いたしましたように、上下水道管理システムをクラウドシステムへ移行する作業が８

月ごろまでずれ込む見込みとなりました。機器のリース期間が平成３３年度にずれ込むこ

とに伴い、債務負担行為の期間を変更するものでございます。 

 では、７ページの歳入からご説明申し上げます。 

 農林水産業費県補助金では、処理場などの事業実施に伴う農林漁業集落排水事業元利償

還金助成交付金の追加がありましたので、７００千円の増額でございます。 

 繰入金では、一般会計繰入金２，６０１千円の減額で、雑入への財源振替と人件費分の

繰り入れでございます。雑入は、消費税及び地方消費税還付金２，６１５千円の追加で、

消費税及び地方消費税の還付金の追加があったことによるものでございます。 

 次に、９ページからの歳出についてご説明申し上げます。 

 総務費、総務管理費、施設管理費１４千円の追加は、勤務評定などによる人件費の追加

でございます。公債費については、消費税の還付があったことにより、財源の振替を行っ

てございます。基金積立金は、県からの交付金の追加分７００千円を積み立てするもので

ございます。 

 以上、まことに簡単ではございますが、細部説明を終わります。よろしくご審議の上、

ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（鈴川基次君） これから質疑を行います。ありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（鈴川基次君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（鈴川基次君） これで討論は終わります。 

 これから採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（鈴川基次君） 挙手多数です。したがって、議案第７号 平成２７年度美浜町農

業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）については原案のとおり可決されました。 

 日程第８ 議案第８号 平成２７年度美浜町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 議案第８号 平成２７年度美浜町公共下水道事業特別会計

補正予算（第３号）について細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算総額にそれぞれ２４２千円を追加し、補正後の歳入

歳出予算総額をそれぞれ２億９９２千円とするものでございます。 

 まず、３ページの債務負担行為の変更でございますが、前議案でもご説明いたしました

とおり、上下水道管理システムをクラウドシステムへ移行する作業が８月ごろまでずれ込
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む見込みとなりましたので、機器のリース期間が平成３３年度にずれ込むことに伴い、債

務負担行為の期間を変更するものでございます。 

 ７ページの歳入からご説明申し上げます。 

 繰入金、一般会計繰入金２４２千円の追加は、人件費分の追加でございます。 

 次に、９ページの歳出についてご説明申し上げます。 

 建設費では、２４２千円の増額で、勤務評定などに伴う人件費の追加でございます。 

 以上で、まことに簡単ではございますが、細部説明を終わります。よろしくご審議の上、

ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（鈴川基次君） これから質疑を行います。ありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（鈴川基次君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（鈴川基次君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（鈴川基次君） 挙手多数です。したがって、議案第８号 平成２７年度美浜町公

共下水道事業特別会計補正予算（第３号）については原案のとおり可決されました。 

 日程第９ 議案第９号 平成２７年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 議案第９号 平成２７年度美浜町介護保険特別会計補正予

算（第３号）について細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算総額にそれぞれ２９４千円を追加し、補正後の歳入

歳出予算総額を８億２８，７４８千円とさせていただくものでございます。 

 まず、６ページの歳入からご説明申し上げます。 

 繰入金、一般会計繰入金２９４千円の追加は、人件費分の追加でございます。 

 次に、歳出についてご説明申し上げます。 

 ８ページ、総務費、総務管理費、一般管理費６２千円の追加、地域支援事業費包括的支

援事業任意事業費、介護予防マネジメント事業費２３２千円の追加は、いずれも勤務評定

などによる人件費の追加でございます。 

 以上、まことに簡単ではございますが、細部説明を終わらせていただきます。よろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（鈴川基次君） これから質疑を行います。ありませんか。 

○議員 「ありません」 
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○議長（鈴川基次君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（鈴川基次君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（鈴川基次君） 挙手多数です。したがって、議案第９号 平成２７年度美浜町介

護保険特別会計補正予算（第３号）については原案のとおり可決されました。 

 日程第１０ 議案第１０号 平成２７年度美浜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 議案第１０号 平成２７年度美浜町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第３号）について細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２５３千円を追加し、補正後の歳

入歳出予算の総額をそれぞれ１億９８，９０４千円とさせていただくものでございます。 

 まず、歳入からご説明申し上げます。 

 ６ページ、繰入金、一般会計繰入金は、１１１千円の追加、諸収入、雑入で１４２千円

の追加でございます。いずれも勤務評定等による人件費の増額に対する収入で、雑入の後

期高齢者医療広域連合からの収入は、現在派遣しております派遣職員に係る人件費の追加

分でございます。 

 ８ページ、総務管理費、一般管理費２５３千円の増額は、勤務評定などによる人件費の

追加でございます。 

 以上、まことに簡単でございますが、細部説明を終わらせていただきます。よろしくご

審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（鈴川基次君） これから質疑を行います。７番、髙野議員。 

○７番（髙野正君） ７番。 

 派遣職員の件なんですが、派遣職員の勤務評価というか、勤務査定はどのような形で、

どう提出され、どのようにされていますか。 

○議長（鈴川基次君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 派遣職員の勤務評定についてでございますが、基本的には

美浜町の皆同じ職員ですので、町の勤務評定様式というのがあるんですけれども、それを

広域連合の総務課長さん宛てにお送りさせていただいて、それで基本、評価基準はこうい

うことですよということをご説明させていただいた上で、まず広域連合で点数をつけてい

ただいて、返してもらうということをしています。 

 その上で、それをそのままということではなくて、美浜町の職員と、こちらにいる職員
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と同じように配列した中で、先ほど田渕議員からもありましたように、全体のバランスと

いうのもある程度は必要だと思いますので、その中で広域連合からの評価はこうだけれど

も、もう少し上げようか、下げようかというふうなのを最終審査者の会議の中で調整して

決めているという、そういう形になってございます。 

○議長（鈴川基次君） ７番、髙野議員。 

○７番（髙野正君） そのような形でやっていただいたらいいんですけれども、広域連合

も何人かの派遣職員を抱えていると思うんですよ。派遣されたところへ、要するに一個一

個、課長がしやったら大変な作業にもなると思うんやけれども。だから、簡単、こんな言

い方したら失礼なんですが、平均点でええやんなって、まあまあ、言うたらこれになって

くると思うんですよ。その辺、心配されていないのか。でも、やっぱり派遣やから、実際、

仕事ぶりは見られていないんですよね、うちは。でも、向こうへ派遣した先の課長がちゃ

んと査定してくれているんで、まあ、ええやろうという話なんですが、やっぱり直接、派

遣する前の担当課長が、いや、こんな査定、こんなはずではないと、もっとこの子はでき

るから派遣にしていただいているのよというような形もあるのか、ないのか。ただ、向こ

うが持ってきたものをある程度加味してうちがやる。それから、何か極端に言うたら、派

遣した先に、給料、平均しか上がっていなくて、ほんまに査定してくれているのかよとい

うふうな話になってきたら、派遣に行かされて、行きたいような職員なくなりますから非

常に困ると思うんですよ。その辺、どうなのか、もう一度ご答弁いただきたいのと、それ

から先ほど田渕議員がおっしゃっていました、課長と主幹の給料がひっくり返って年功序

列やないけど、私は、そうせえとは思っていないんですよ、ひっくり返ったことをどうな

っているのかと。私は、むしろひっくり返ったことで、課長の給料のほうが低いというの

は、ちゃんと査定しているなって思っています。ただ、その時点で課長になられて、給料

が低い、それ以上もう上がれへん。それ、したら、課長にしたんやけれども、いつまでた

っても上の課長がいてるからならせられへんよと、結局そういうことであろうと思うんで

すよ。そうでなかったら、査定というのは、やっている意味がないんですよ。 

 ある民間企業に、私、以前行っていたところは課が５つあって、各部下２０人持ってい

たら１００人ですよね。これ、１番から１００番まで全部順番つけるんですよ。たとえ課

長の下の主任であっても、副主任であっても、１番になるとは限らないんですよ。自分の

部下の１番は、各課の１番は、うちのこの部下が１番やというんです。ほかの課長も、当

然、自分のところの部下がかわいいですから１番と言うでしょうね。だから、最低になれ

ば、１番のはずが５番になるんですよ、課が５つあったら、査定は。これは、全員につけ

るんですよ、１から１００まで、１人ずつ。それで、ころころひっくり返る。そのときに、

先に主任にしたやつが副主任より査定が低かったと。主任、副主任のほうが給料高い、こ

んなの当たり前のことなんですよ。何も不思議なことない。査定しているからそうなるん

ですよ。 

 だけど、そのひっくり返ったのがよその課に移った。すると、今度、査定する課長が変
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わりますね。課長が変わると、やっぱりこれ主任の値打ちがあるぞと、やっぱり１番や。

そこで１番つけてくるんですよ。そやから、課を変えるんですよ、若いうちに。そうやっ

て査定を公平にできるようにしていっているんですよ、民間は。だから、ここもそうであ

るべしやと思うんです、査定というのは。 

 だから、課長のほうが給料安い、そんなことはあって当然の話で、ちゃんと査定したら

そうなるんですよ、やっぱり。やっぱり、この主幹しか、仕事はようできる、口では言え

ませんよ。それが給料にあらわれてこないと、主幹、何のために一生懸命やっていたか、

意味ありませんよね。だから、給料の査定って、給料だけの査定に結果的にあらわれるけ

れども、日ごろの仕事ぶりなんですよ、査定というのは。 

 だから、その辺、一体、だから派遣した２年間か３年間の間に僕の給料が、走ってきた

後輩よりか負けてもうたと。それは、査定何もしていないんですから、現実に、もとあっ

た担当課長が、向こうの派遣先の課長がしているだけでしょう、現実に。返ってきたら給

料がひっくり返っていて、それは殺生やと思う、ちょっとね。だから、派遣される職員と

いうのは、よっぽどやっぱりお気をつけて、町長もたまにお会いしたよとか、一生懸命頑

張ってくれているようなお話もされていますので、ほらくりやないとは思っておりますよ。 

 だけど、そういうことでないと、今後そういうことが出てきた場合、派遣行きたない、

いうふうになりますよ。だから、もう一遍、その派遣職員の給料の査定というのは非常に

難しいと思いますが、もう一回、そこら辺、福島総務政策課長のほうからわかりやすく説

明してください。 

○議長（鈴川基次君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 現在、派遣職員というのは後期高齢者の広域連合と、それ

と地方税回収機構、２名おるわけです。今回、初めて２名派遣になったことによって、広

域連合と地方税回収機構でも、またその勤務評定の考え方が違うということがわかってき

ました。 

 特に、地方税回収機構の課長さんと話しした中では、美浜町はそうやって勤務評定した

のを昇給とか勤勉手当に反映させているけれども、意外とそういう給料への反映というの

をやっていない町が多いということが、この前、地方税回収機構の課長さんと話をしてわ

かってきた、そういうのもあります。 

 それで、今、議員言われるように、派遣している間は平均点でよいという、そういう考

え方はしていません。今言われましたように、やっぱりしんどい目して向こうへ行ってい

るんやから、そこは評価してあげようということで、特に優秀、優秀、標準というような

分類があるわけですけれども、そのスタートラインで、できれば標準じゃなくてもう少し

高いところからのスタートというふうな評価の仕方はすべきだと考えていますし、実際、

そういう形での評価をします。 

 加えて、こちらの担当課長、例えば税務課長であったり、福祉保険課長であったりにも、

向こうへ派遣で、様子はわからんけれども、何かどうなというふうな話は、参考としては
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聞いた上での査定というふうな、勤務評定というような形をとってございます。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ほかにありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（鈴川基次君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（鈴川基次君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（鈴川基次君） 挙手多数です。したがって、議案第１０号 平成２７年度美浜町

後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）については原案のとおり可決されました。 

 日程第１１ 議案第１１号 平成２７年度美浜町水道事業会計補正予算（第３号）につ

いてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（太田康之君） 議案第１１号 平成２７年度美浜町水道事業会計補正予

算（第３号）について細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、収益的収支の収入と支出、資本的収支の支出、債務負担行為の補正をお

願いするものでございます。 

 ９ぺージ、１０ページの収益的収入及び収支の見積基礎の収入についてからご説明いた

します。 

 事業収益、営業外収益、雑収益５５２千円の増額でございます。これについては、一般

会計から若野頭首工改修等の負担金分として出資していただくものでございます。収益的

収入の補正額は５５２千円の増額で、事業収益合計は１億４６，０３８千円となってござ

います。 

 次に、１１ページ、１２ページの収益的収入及び支出の見積基礎の支出についてご説明

いたします。 

 事業費用、営業費用９２６千円の増額は、取水及び給水費５５２千円の増額と総務費

３７４千円の増額でございます。これらについては、若野頭首工漏水対策工事による負担

金の追加や職員の勤務評定による期末勤勉手当共済組合負担金の増額でございます。収益

的支出の補正額は９２６千円の増額で、事業費用合計は１億４１，０５７千円となってご

ざいます。 

 次に、２ページの第５条では、当初予算第７条の議会議決を得なければ流用することの

できない経費として３７４千円を増額し、２９，４２５千円と定めてございます。 

 次に、１３ページ、１４ページの資本的収入及び支出の見積基礎の支出についてご説明
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いたします。 

 資本的支出、建設改良費、漏水施設改良費４，０００千円の減額でございます。これに

ついては、御坊市発注の道路改良工事にあわせ、導水管布設替え工事を発注いたしました

が、計画より工事延長が延びなかったことによるものでございます。資本的支出の補正額

は４，０００千円の減額で、資本的支出の合計は３億２，３４６千円となってございます。 

 次に、１ページの第３条では、当初予算第４条、本文括弧書き中の資本的収入が資本

的支出に対して不足する額１億８０６千円に、補塡財源として過年度損益勘定留保資金

９，６８２千円に、当年度損益勘定留保資金５７，３９５千円に、当年度分消費税資本的

収支調整額２０，２５７千円に、建設改良積立金１３，４７２千円に改めてございます。 

 次に、第４条では、債務負担行為の期間を補正してございます。これについては、旧シ

ステムの移行作業期間が見込みより遅くなり、そのため、新システムの使用開始時期が遅

れることとなったので、期間を平成３３年度まで延長するものでございます。 

 次に、１５ページは、補正後の予定キャッシュ・フローの計算書で、資金期末残高は１

億７２，７２３千円を予定してございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（鈴川基次君） これから質疑を行います。２番、繁田議員。 

○２番（繁田拓治君） ちょっと、お尋ねしたいんですが、今、私の上の西山で水道タン

クの建設工事が行われております。先日も、物すごい音聞こえてきておったんですが、今

は、大きなクレーンで工事して、端へ行って、見ることもできませんが、その進捗状況、

何か変わったことございませんか。 

○議長（鈴川基次君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（太田康之君） 今の答えですが、今現時点において、今、配水池の本体

工事の基礎部分は完了してございます。それで、昨日からですが、資材の搬入、本体工事

に係るステンの台ですけれども、それを、今、搬入作業しているところでございます。そ

の搬入作業がある程度、今週、今日、もしくは明日ぐらいまでで終わると思うんです。 

 その中で、それからその部分について本体工事の作業を、築造の作業を来週あたりから

実施していくつもりです。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） ２番、繁田議員。 

○２番（繁田拓治君） この工事は大変大きな工事だろうと思います。私道も使っており

ますし、事故なきよう願っております。今後ともよろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 
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○議長（鈴川基次君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は、挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（鈴川基次君） 挙手多数です。したがって、議案第１１号 平成２７年度美浜町

水道事業会計補正予算（第３号）については原案のとおり可決されました。 

 日程第１２ 議案第１２号 議員派遣の件についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 議員派遣の件については、地方自治法第１００条第１３項及び美浜町会議規則第１２８

条の規定によって、お手元に配付しています議員派遣の件のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（鈴川基次君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お

手元に配付しています議員派遣の件のとおり決定しました。 

 しばらく休憩します。 

午後二時十五分休憩 

   ―――・――― 

午後二時十六分再開 

○議長（鈴川基次君） 再開します。 

 お諮りします。 

 ただいま各委員長から、委員会の閉会中の継続審査及び調査について申出書が提出され

ました。これを日程に追加し、議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（鈴川基次君） 異議なしと認めます。したがって、委員会の閉会中の継続審査及

び調査についてを日程に追加し、追加日程第１３として議題とすることに決定しました。 

 追加日程第１３ 委員会の閉会中の継続審査及び調査についてを議題とします。 

 各委員長から、目下、委員会において審査及び調査の事件について、会議規則第７５条

の規定によってお手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出

があります。 

 お諮りします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることにご異議ありませ

んか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（鈴川基次君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出のとお

り、閉会中の継続審査及び調査とすることに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 
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 本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 平成２７年美浜町議会第４回定例会を閉会します。 

午後二時十七分閉会 

 お疲れさまでした。 

 

 


